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平成３０年第２回 

美唄市議会定例会会議録 

平成３０年６月１５日（金曜日） 

午前１０時００分 開議 

 

◎議事日程 

 第１ 会議録署名議員の指名 

 第２ 一般質問 

 

◎出席議員（１４名） 

  議 長  小 関 勝 教 君 

  副議長  土 井 敏 興 君 

   １番  丸 山 文 靖 君 

   ２番  吉 岡 建二郎 君 

３番  松 山 教 宗 君 

４番  川 上 美 樹 君 

５番  楠   徹 也 君 

６番  森 川   明 君 

   ７番  本 郷 幸 治 君 

   ８番  吉 岡 文 子 君 

９番  山 崎 一 広 君 

10番  桜 井 龍 雄 君 

   11番  谷 村 知 重 君 

   13番  金 子 義 彦 君 

 

◎出席説明員 

市     長  髙 橋 幹 夫 君 

副  市  長  藤 井 英 昭 君 

総 務 部 長  中 平 匡 司 君 

 市 民 部 長  松 田 公 史 君 

保健福祉部長兼福祉事務所長  平 泉 宮 子 君 

 経 済 部 長  市 川 厚 記 君 

 都市整備部長  西 尾   正 君 

 市立美唄病院事務局長  小 橋 一 夫 君 

 消  防  長  相 馬 一 司 君 

 総務部総務課長  村 上 孝 徳 君 

 総務部総務課長補佐  置 田 孝 浩 君 

 

 教育委員会教育長  星 野 恒 徳 君 

 教育委員会教育部長  森 川   治 君 

 

 選挙管理委員会委員長  高 田   豊 君 

 選挙管理委員会事務局長 （村 上 孝 徳 君） 

 

 農業委員会会長  今 田 邦 彦 君 

 農業委員会事務局長  佐々木   武 君 

 

 監 査 委 員  後 藤 樹 人 君 

 

◎欠席説明員 

監査事務局長  永 森 峰 生 君 

 

◎事務局職員出席者 

 事 務 局 長  三 上   忠 君 

 次     長  門 田 昌 之 君 

 

午前１０時００分 開議 

●議長小関勝教君 これより、本日の会議を

開きます。 

 

●議長小関勝教君 日程の第１、会議録署名

議員を指名いたします。 

１番 丸山文靖議員、 

２番 吉岡建二郎議員 

を指名いたします。 

 

●議長小関勝教君 次に日程の第２、一般質

問に入ります。 
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発言通告により、順次発言を許します。 

５番、楠徹也議員。 

●５番楠徹也議員（登壇） 平成 30 年第２回

定例会にあたり、大綱２点について、市長並

びに教育長に伺います。 

初めに、大綱１点目の農業行政についてで

す。 

１つ目は、主要５品目の作付状況について

ですが、今年、収穫を迎える農作物は、すで

に播種・植え付けを終えたものと思いますが、

本市主要農作物である水稲、小麦、大豆、タ

マネギ、アスパラの本年度の作付状況につい

て伺うとともに、昨年の状況と比較して、大

きな変化があるかどうかを伺います。 

２点目に、水稲の「生産の目安」について

ですが、本市の基幹作物は水稲であり、農林

水産省の発表では、昨年の水稲収穫量は１万

9,900 トンで、一昨年の全道第６位から全道

第５位に上がったと聞いております。 

さらに本市では、早くから美唄市水稲直播

研究会を中心に直播栽培技術の確立・普及・

拡大に努めてきたほか、米粉としての利活用

や飼料用米の生産も他産地に先駆けて先進的

に取り組むなど、水稲に関するさまざまな取

り組みがなされてきたところであります。 

特に、昨年の水稲生産においては、主食用

米は北海道優良米生産出荷共励会の直播栽培

部門で、美唄市直播研究会が団体の部で、さ

らに個人の部でも美唄市の生産者が最優秀賞

の知事賞に輝き、また、農林水産省主催の平

成 29 年度飼料用米多収日本一コンクールの

単位収量部門で、美唄市の生産者が全国上位

５人のうち１位、２位、４位、５位を占めた

ほか、平均単収増収の部でも、全国２位に輝

く活躍をされたところであり、同じ美唄市の

農業者として、大変誇りに感じたところであ

ります。 

一方、水稲をめぐっては、本年度からは主

食用米の生産数量目標が廃止となり、北海道

においては、これにかわる「生産の目安」が

設定され、道内各産地が、これに基づき取り

組むこととなったところでありますが、本年

度の美唄市における「生産の目安」は、どの

ような数値となったのか。 

また、これまでの生産数量目標をもととし

た取り組みと比べて、算定方法や流れがどの

ように変わり、そのことで生産者への影響が

出ているのかを伺います。 

あわせて、この新しい仕組みへの移行の中

で、市としてはどのような働きをしてきたの

かを伺います。 

次に、大綱２点目の教育行政について、教

育長に伺います。 

１点目は、いじめについてお聞きします。 

近年、情報化の急速な進展に伴い、子ども

たちを取り巻く社会環境も大きく変化し、い

じめの内容もこれまで以上に複雑化・深刻化

し、潜在化していることが新聞・テレビなど、

マスコミで報道されているところであります。 

全国的には、いじめが原因で命にかかわる

重大な事態も生じているところであり、この

重大事故・事件の中には、学校や教育委員会

が当初からいじめとして認めなかったケース

や、隠ぺいしていたということも報道されて

いるところです。 

平成 25 年に制定されたいじめ防止対策推

進法では、いじめの再発防止のための調査と

保護者への十分な説明を定めており、また、
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昨年３月には、調査委員に対するガイドライ

ンが公表され、学校や教育委員会に対して、

不都合なことがあってもすべてを明らかにし、

対応を見つめ直すよう求めているところです。 

いじめをなくすためには、法律やガイドラ

インに沿った形で、学校や教育委員会がいじ

めとしっかりと向き合い、早期発見、早期対

応に努めることが大切であると考えますが、

本市の実態はどうなのか、小・中学校におけ

る過去３年間のいじめの実態と全道との比較

についてお聞きするとともに、各学校におけ

るいじめの調査方法と、その対応策について

教育長に伺います。 

次に、子どもたちの不登校について伺いま

す。 

この不登校問題については、これまでも何

度か同僚議員から質問があったと思いますが、

美唄市においては、平成 31 年度、平成 32 年

度に向けて、小学校、中学校の統廃合が進め

られているところです。 

過去の統廃合の際には、統合される学校の

子どもがいじめに遭ったり、不登校になった

との話もあります。 

子どもたちが平等に教育を受ける権利を担

保するために、不登校対策に万全を講じるべ

きと考えますが、本市における過去３年間の

推移と、不登校と判断する根拠について、ま

た、不登校になった要因と不登校生徒への対

応、不登校にならないための対策について教

育長に伺います。 

●議長小関勝教君 市長。 

●市長髙橋幹夫君（登壇） 楠議員の質問に

お答えいたします。 

初めに、農業行政について、本市における

主要農作物の作付動向及び水稲生産を巡る状

況についてでありますが、主要作物の本年度

の作付状況につきましては、市内３つの農協

に伺ったところでは、主食用米水稲が約 3,350

ヘクタール、小麦が約 1,910 ヘクタール、大

豆が約 1,600ヘクタール、タマネギが約 40 ヘ

クタール、アスパラガスが約 34 ヘクタールと

なっております。 

また、昨年の状況と比較しますと、主食用

米水稲を含め、主要作物の大きな変動はなか

ったところであります。 

次に、水稲生産を巡る状況につきましては、

昨年までの「生産数量目標」は、北海道から

各市町村に対して配分が行われ、本市分の数

値の推移がそのまま比較できましたが、本年

度からの「生産の目安」は、北海道農業再生

協議会から各地域農業再生協議会へ直接示さ

れるものとなっているところであります。 

このため、本市に関係する美唄市農協地域

農業再生協議会、峰延農協地域農業再生協議

会、ＪＡいわみざわ地域農業再生協議会の３

つの協議会に対して示された平成 30 年産米

の「生産の目安」の合計値、１万 127.5 ヘク

タールについて、平成 29年産米で、各関係行

政から３つの協議会が配分を受けた「生産数

量目標」の合計値１万 148.4 ヘクタールと比

較しますと、ほぼ前年並みの数値となったと

ころであります。 

また、算定の仕組みにつきましては、前年

の主食用米作付実績に一定比率を乗じて、基

礎生産数量を算出し、これに評価項目の点数

に基づき各産地に傾斜配分した加算数量を加

えた「生産数量目標」の設定から、前年の主

食用米作付実績を基本に、全道の「生産の目
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安」と各協議会の作付意向などを考慮し算定

されるものへと変わり、さらに、参考値の位

置づけではありますが、「加工用米」の数量も

同時に示されるものとなり、このため、新た

に前年 10 月頃に、各協議会の作付意向調査が

行われることとなりましたが、これ以降の動

きとしましては、道段階から各地域へ数値を

示す時期が 12月で、その後、各協議会の中で

生産者段階までの調整が図られるという流れ

は、以前の取り組み同様の内容となっている

ところであります。 

次に、生産者への影響につきましては、各

協議会事務局に伺ったところでは、北海道全

体の「生産の目安」が前年と面積が変わらず、

地域段階に示される生産の目安の数値も大き

な変動とはならなかったこと、さらに、平成

30年度に予定されていた経営所得安定対策の

制度見直しにおいて、大きな制度変更は行わ

ない方向性が早くに示されていたこともあり、

制度変更に伴って、平成 30 年の営農計画等に

支障が出るような影響はなかったと伺ってい

るところであります。 

次に、制度移行における市としての対応経

過につきましては、道は新しい仕組みづくり

に向けて、平成 28 年度に地元意見聴取の会議

を開催したほか、米産地の主要な農協を訪問

し、意見交換を実施しており、こうした会議

や市内農協での意見交換の際に市も参加し、

オール北海道で需要に応じた生産に取り組ん

でも、他府県の過剰生産により、米価下落を

招くことが生じないよう、全国連携の取り組

み体制を構築すること及び基盤整備の実施に

よる水稲作付面積の変動を目安算定に勘案す

るよう意見を申し上げてきたところでありま

す。 

また、「生産の目安」の地域段階における取

り組みにおきましては、各協議会構成員の一

員として、他団体などとともに需要に応じた

生産の推進を図ってきたところであります。 

●議長小関勝教君 教育長。 

●教育長星野恒徳君（登壇） 楠議員の質問

にお答えします。 

初めに、いじめの定義についてであります

が、平成 24 年度までは、「当該児童生徒が、

一定の人間関係のある者から、心理的、物理

的な攻撃を受けたことにより、精神的な苦痛

を感じているもの」としておりましたが、平

成 25 年度より、いじめ防止対策推進法の施行

に伴い、「児童生徒に対して、当該児童生徒が

在籍する学校に在籍している等、当該児童生

徒と一定の人的関係にある他の児童生徒が行

う心理的又は物理的な影響を与える行為であ

って、当該行為の対象となった児童生徒が心

身の苦痛を感じているもの」と定義され、従

来の定義より、学校の内外を問わず、よりい

じめられた子どもの立場に立ち、いじめられ

た子どもの気持ちを重視する定義となってい

るところであります。 

次に、美唄市のいじめの件数についてであ

りますが、北海道教育委員会が毎年実施して

いるいじめアンケートにおいて、「４月から

11月までの間、いじめられたことがある」と

回答した美唄市の小学生は、平成 27 年度 180

名、平成 28 年度 139 名、平成 29 年度 139 名

となっており、中学校では、平成 27 年度 21

名、平成 28 年度 17 名、平成 29 年度 28 名と

なっております。 

いじめの内容につきましては、いずれの年
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度も、「悪口を言われる」が最も多く、次いで

「叩かれる・蹴られる」「仲間外れ・無視され

る」となっており、これは全道も同様の傾向

にあるところでございます。 

次に、アンケート結果から「いじめられた

ことがある」と回答した児童生徒への対応に

ついてでございますが、回答した子どもたち

全員について、定期的な教育相談や普段の見

取り等から、嫌な思いをしたことを自然に聞

く機会を設け、当該児童生徒が感じたいじめ

の内容を担任が把握し、その後、学校のいじ

め対策組織において、個別に確認作業を行い、

いじめに該当すると判断されるものについて

は、いじめの早期解消に努めており、これま

での調査において、ガイドライン等で示され

ているいじめに該当する認知件数は０件とな

っているところでございます。 

次に、いじめの抑止対策についてでありま

すが、学校では、アンケートから浮き彫りに

なったいじめ事案に対して、積極的に認知を

行うとともに、「個別面談」「個人ノート」や

「生活ノート」といったような日記等を活用

したりするなど、常日頃よりいじめが存在し

ていないか、見取り、対策委員会を定期的に

開く中で、いじめの発見を行い、行為が止ん

でいる状態が３カ月継続し、被害者が心身の

苦痛を感じなくなるまで、きめ細かい見取り

と指導・解決を図っております。 

教育委員会といたしましては、平成 27 年に

いじめ防止基本方針を策定し、年２回のいじ

め問題審議会を開催し、有識者に美唄市のい

じめの状況を報告し、ご意見をいただきなが

ら、いじめ防止のための対策に取り組んでい

るところでございますが、近年は、情報化社

会の急速な進展により、ＳＮＳを介したいじ

めなど、いじめが潜在化するケースも多くあ

ることから、ネットモラルの周知徹底など、

これらに対応した取り組みについても強化し

てまいりたいと考えております。 

次に、不登校についてでございますが、不

登校児童生徒とは「何らかの心理的、情緒的、

身体的、あるいは社会的要因・背景により、

登校しない、あるいは、したくてもできない

状況にあるために、年間 30 日以上欠席した者

のうち、病気や経済的な理由による者を除い

たもの」と定義しております。 

本市の不登校児童生徒の人数につきまして

は、平成 27 年度は小学校４名、中学校 13 名

の合計 17 名、平成 28 年度は小学校１名、中

学校 25 名の合計 26 名、平成 29年度は小学校

１名、中学校 18 名の合計 19 名が、病気や経

済的な理由以外で学校を 30 日以上休んでお

り、不登校としているところであり、本年４

月の状況では、小学校で０名、中学校で７名

と減少傾向にあります。 

次に、不登校の原因についてでありますが、

学校・家庭での人間関係や学業不振、集団不

適応や無気力、あるいはこれらを複合した要

因など、児童や生徒それぞれに異なる原因が

ありますが、近年では、不登校となる背景に

ある要因や直接的なきっかけが特定できない

ことも多くなってきております。 

次に、未然防止についてでありますが、学

校では、校内対策委員会において、児童生徒

の出欠の状況を含めた生活状況を定期的に情

報交流しており、登校しぶりの兆候が見られ

る児童生徒に対して、早期の段階で適切な対

応が図られるよう対応しているほか、学業不
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振がきっかけと思われるケースについては、

個々の習熟段階に応じたわかる授業や発達段

階に応じた生徒理解のための研修を学校全体

で実施しているところでございます。 

また、不登校児童生徒への対応についてで

ございますが、学校では、担任だけで抱え込

まないように、学年や生徒指導部、スクール

カウンセラーの連携を通じ、児童生徒の不登

校になった原因を探るとともに、市教委では、

適応指導教室等の活用に加え、スクールソー

シャルワーカーを常勤化するなど、不登校児

童生徒が将来を見据え、毎日楽しく登校し、

学校生活を送ることができるよう取り組みを

進めているところでございます。 

教育委員会といたしましては、今後とも引

き続き、いじめ同様、不登校の児童生徒ゼロ

を目指し、取り組んでまいりたいと考えてお

ります。 

●議長小関勝教君 ５番、楠徹也議員。 

●５番楠徹也議員 自席より２点質問させて

いただきます。 

１点目は、農業行政についてであります。 

作付動向について、主要５品目では大きな

変化はないとの答弁だったと思いますが、人

口減少や国民一人当たりの米消費量が減少傾

向にある中では、新しい仕組みの「生産の目

安」も減少することも危惧されることや、高

品質な作物の生産に向けた輪作体系確立のた

めにも、新たな作物の導入が必要だと思いま

すが、作付が増加傾向にある作物や新たな作

物の栽培、導入検討の動きは、どのような状

況にあるのか伺います。 

また、「生産の目安」は、美唄市分としての

集計ではありませんでしたが、昨年の３つの

再生協議会へ配分された数値に比べ、減少は

わずかで、ほぼ昨年並みであるとのことでし

たが、「生産の目安」は、各地域の作付意向を

もとにして取り組む流れであるとのことであ

りました。 

意向調査への回答の数値と比べると、どの

ような状況であったのか、また、今回の新た

な取り組みにおいて、生産者への支障は生じ

ていないとのことでありますが、「生産の目

安」の算定方式に課題はないのか、今後、危

惧される点はないのかについて伺います。 

あわせて、市が制度移行に向けて意見する

などしてきた内容は、私も大変重要な内容だ

と考えるところですが、それらは反映された

仕組みとなったのかを伺います。 

２点目は、教育行政についてですが、いじ

めや不登校の実態と取り組み策については理

解しましたが、不登校の生徒が学校に復学し

た件数及びどのような進路に進んだのか把握

していれば、過去３年間の状況を伺います。 

●議長小関勝教君 市長。 

●市長髙橋幹夫君 楠議員の質問にお答えい

たします。 

作付が増加傾向にある作物及び新たな作物

の栽培や検討についてでありますが、輪作体

系の確立を図る作物として、「なたね」の作付

が毎年増加し、農林水産統計の公表では、昨

年は作付面積では滝川に次いで、収穫量では

岩見沢市に次いで、それぞれ全道第２位とな

っており、本年産も、さらに作付面積が増加

しているところであります。 

また、新たな作物につきましては、しょう

が、にんにく、加工用トマトなどの生産や栽

培試験が行われているほか、サツマイモの生



 - 16 - 

産も行われ、市内で干し芋として加工されて

いるところであります。 

次に、「生産の目安」の意向調査についてで

ありますが、各協議会事務局からは、前年作

付実績並み、あるいは前年作付より、やや増

として回答されたと伺っておりますが、結果

としては、３協議会合計では、ほぼ前年並み

となったところであります。 

また、「生産の目安」の課題についてであり

ますが、各協議会における意見交換では、本

年度は、北海道の「生産の目安」が昨年と同

じ面積であり、意向調査結果に対しても、あ

る程度、配慮がなされた面もありますが、今

後の道産米の販売状況などにより、全道の「生

産の目安」が縮小した場合など、意向調査の

結果がどのような扱いとなるのか、さらに「生

産の目安」の実効性確保に向けて、キーポイ

ントとなる経営所得安定対策による水田フル

活用に向けた対策が、どのような対象要件、

給付内容となるかなど、地元が、これら制度

を有利に活用できる状況が維持されるかどう

か心配する声もあったところであります。 

なお、市も要望しておりました全国的な仕

組みにつきましては、全国農業協同組合中央

会や公益財団法人米穀安定供給確保支援機構

など、18団体からなる「全国農業再生推進機

構」が昨年 12 月に発足したところであります。 

しかしながら、本年度の「生産の目安」で

は、基盤整備面積の配慮は行っていないと道

から説明があったところであります。 

●議長小関勝教君 教育長。 

●教育長星野恒徳君 楠議員の質問にお答え

します。 

過去３年間で学校復帰した児童生徒につい

てでありますが、平成 27年度は 17名のうち、

年度内の復帰は０名でありましたが、卒業生

を除き４名が、翌 28 年度に学校復帰したとこ

ろでございます。 

平成 28 年度は、26 名のうち年度内の学校

復帰が２名で、卒業生を除き、翌 29 年度に４

名が学校復帰しております。 

平成 29 年度は、19 名のうち年度内の復帰

が１名で、現在、５名の児童生徒が長期欠席

になってはいないものの、ときどき欠席して

いますことから、教育委員会といたしまして

は、不登校解消に向けて組織的な対応をして

まいりたいと考えております。 

●議長小関勝教君 ５番、楠徹也議員。 

●５番楠徹也議員 自席より、再度質問させ

ていただきます。 

農業行政についてですが、各再生協議会が

危惧する事項も気になるところでありますが、

基盤整備の実施について、市も要望していた

のに配慮されていないとの件は、国営だけで

も約 3,000 ヘクタールもの基盤整備が行われ、

これに道営の取り組みもあり、事業もまだ数

年続く本市にとっては大きな課題と考えます。 

要望活動が実って、生産性の向上や担い手

への農地の集積を目指して農地整備を行って

いる中、整備が終わった時に、水田として十

分活用できる面積が確保できない状況となっ

ては、水稲を基幹作物とする本市の未来にも

かかわる問題とも感じます。このことについ

ては、市は今後どのように対応していく考え

なのか伺います。 

次に、教育行政についてですが、今後、小

学校、中学校の統廃合がありますが、統合さ

れる学校の子どもたちはもちろん、保護者の
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方も不安なく安心して学校に通学できるよう

な対応はどのように考えているのか、また、

具体的な考えがあるのかを伺います。 

●議長小関勝教君 市長。 

●市長髙橋幹夫君 楠議員の質問にお答えい

たします。 

「生産の目安」における基盤整備面積への

配慮についてでありますが、各協議会が共通

して危惧している事項であり、すでに協議会

などとして上部組織に意見を述べている状況

と聞いておりますが、市といたしましても、

各協議会の構成団体などと連携し、さまざま

な場面でこうした配慮を強く求め、水稲を基

幹作物とする本市の生産者が安心して農業を

営み、地域農業が振興発展していくよう対応

してまいりたいと考えております。 

●議長小関勝教君 教育長。 

●教育長星野恒徳君 楠議員の質問にお答え

いたします。 

統合に向けた不登校への対応についてでご

ざいますが、これまでの保護者説明会におい

て、新しい学校で人間関係を上手に築けるか、

大きな集団に適合していけるか等の不安や、

クラス分けなどに対する意見が多くあったと

ころでございます。 

このため、教育委員会といたしましては、

いじめや不登校対策として、今年度からスク

ールソーシャルワーカーを常勤体制とするな

ど、児童生徒の相談体制を充実させることに

加え、それぞれの学校の児童生徒が安心して

学校生活が送れるよう、クラス分けについて

十分配慮するとともに、統合前に各授業や行

事等を交流事業として数回実施するなど、統

合を視野に入れたさまざまな対応策について、

統合準備委員会で協議しているところでござ

います。 

いずれにいたしましても、統合が起因し不

登校となる児童生徒がゼロになること、そし

て、保護者、地域の方々が統合して本当に良

かったと思うことができる安心安全な教育環

境を整えることが重要でありますことから、

教育委員会といたしましては、学校や保護者

と連携し、児童生徒のいじめや不登校の兆候

を早期に把握するとともに、その兆候があっ

たと思われる場合、児童生徒や保護者に対し

まして、担任一人で対応するのではなく、管

理職や養護教諭、その他の関係職員などが複

数で対応し、組織的な指導・支援を行ってま

いりたいと考えております。 

●議長小関勝教君 次に移ります。 

９番、山崎一広議員。 

●９番山崎一広議員（登壇） 平成 30 年第２

回美唄市議会定例会にあたり、大綱３点につ

いて、市長並びに教育長にお聞きします。 

最近、さまざまなところで、日本の将来の

人口推計についての報道等を耳に、そして目

にするところでありますが、つい先日も、国

立社会保障・人口問題研究所や政府推計によ

ります 2040 年度の社会保障給付費の推計が

明らかになり、団塊の世代が 75 歳を迎え、急

激に高齢化が進む 2025年を見据えた「社会保

障と税の一体改革」は、来年秋の消費税増税

で区切りを迎えますが、2025 年を境に、高齢

者数の増加は緩やかになる一方で、働き手の

中心となる 15 歳から 64 歳の生産年齢人口の

減少は加速し、その先には、社会保障制度を

支える現役世代の激減時代が待ち構えており

ます。 
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また、道内の国立大学の帯広畜産大学、小

樽商科大学、北見工業大学の３大学は、少子

化で大学間競争が激しくなる中、2022 年春ま

でに生き残りをかけ、それぞれの大学が持つ

強みを生かし、いわゆる農商工連携と経営効

率化を進め、競争力を強化するねらいで、運

営法人の統合を視野に、全国で初の検討を進

めているところであります。 

このように、日本の社会全体が、人口減少

と超高齢化社会を迎えようとする中、本市で

は、財政基盤が決して安定しているとは言え

ない状況で、公共施設の建替え等の事業を進

めようとしており、そのため、市民の意見を

伺おうとしております。 

そこでお聞きします。大綱の１つ目は、パ

ブリックコメントについてであります。 

パブリックコメントの手続きについてであ

りますが、パブリックコメントは、公的な機

関が規則あるいは命令などの類のものを制定

しようとする時に、広く公に意見・情報・改

善案を求める手続きを言い、公的な機関が規

則等を定める場合に、その影響が及ぶ対象者

などの意見を事前に聴取し、その結果を反映

させることによって、より良い行政を目指す

ものでありますが、このことは、通常パブコ

メと言われております。 

本市も平成 19 年から導入しており、10 年

が経過したところです。 

市長は本年３月の第１回市議会定例会の中

で、本年度の市政執行方針演説を行った際に、

条例制定から 10 年を経過したまちづくり基

本条例の精神を決して忘れることなく、温か

いヒューマニズムに基づいたまちづくり・地

域づくりが重要であるため、市民主体のまち

づくり、情報の共有、協働のまちづくりを基

本とすることを述べられました。 

この美唄市まちづくり基本条例で制定して

いる市民参加・参画の機会を保障するため、

意見聴取の基本であります機会の１つに、パ

ブリックコメント手続きがありますが、この

手続きについて３点ほどお聞きします。 

その１つ目に、市民周知の方法についてど

のように行われているのか。 

２つ目に、意見収集の手法について。 

３つ目に、このことからの合意形成の判断

についてお伺いします。 

大綱の２点目は、広域連携についてであり

ます。 

初めに、行政連携について、連携中枢都市

圏構想についてでありますが、これは、一定

要件を満たす都市が、連携中枢都市となり、

地域において相当の規模と中核性を備える圏

域で、近隣市町村と連携協約することで、産

業や暮らしの基盤を強化し、人口流出を防ご

うとする構想であり、2014 年 12 月に国で閣

議決定されました、まち・ひと・しごと創生

総合戦略において、地域の広域連携に関し、

複数存在する圏域の概念が、連携中枢都市圏

に統一されたことに伴い、地方中枢拠点都市

圏構想から名称・目的等が変更されたもので

あります。 

地域において、相当の規模と中核性を備え

る圏域の中心都市が、近隣の市町村と連携し、

コンパクト化とネットワーク化により、経済

成長の牽引、高次都市機能の集積・強化、生

活関連機能サービスの向上を行うことにより、

人口減少・少子高齢社会においても一定の圏

域人口を有し、活力ある社会経済を維持する
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ための拠点を形成することを目的としたとこ

ろであります。 

連携中枢都市には、「経済成長のけん引」及

び「高次都市機能の集積・強化」の取り組み

に対して、圏域人口に応じ、普通交付税とし

て措置されております。 

また、特別交付税として、「生活関連機能サ

ービスの向上」の取り組みに１市あたり、年

間１億 2,000 万円程度を目安として、人口・

面積を勘案して上限額が設定されております。 

一方、連携市町村には、１市町村あたり

1,500 万円を上限として特別交付税が措置さ

れ、2013 年５月、姫路市が国に対して、地方

中枢拠点都市の制度創設と財政措置を提言し

たところであります。 

あわせて、改正後の連携中枢都市圏構想推

進要綱に基づき連携協約を締結し、連携中枢

都市圏ビジョンを策定した中枢都市、連携市

町村の取り組みに対する財政措置について、

その概要を公表したところであります。 

そこでお聞きします。道内の動きについて

は、札幌市では、石狩管内市町村及び札幌市

に対する通勤・通学割合が 0.1％以上の市町

村であります小樽市や岩見沢市、南幌町、長

沼町と協議を進めております。 

本市におきましても、財政難や移住定住、

人口減対策を防ぐ意味も含め、連携中枢都市

圏参加、他の自治体、中・北空知と連携を加

速すべきだと思います。 

過去には、平成の大合併、将来を見据えた

持続可能な自治体経営を視点に検討を行った

経緯があります。 

私は、人口減少、少子高齢化社会を迎えた

現状、連携しコンパクト化やネットワーク化

による活力ある社会経済を維持していくこと

が重要であると考えますが、いかがお考えで

しょうか。今一度思い起こし、進めていくべ

きだと思いますが、今日までの取り組みと今

後の考え方についてお聞きします。 

その２つに、消防の広域化についてであり

ます。平成 25 年 12 月、北海道では、第２次

北海道消防広域化推進計画を策定し、その中

で、昭和 23 年の消防組織法施行により、市町

村消防を原則とする自治体消防制度が確立さ

れ、本道の消防体制は、関係各位の努力によ

り、着実に充実・強化が図られ、道民の安全・

安心の確保に大きな役割を果たしてきており

ます。 

そうした中で、小規模消防が、一般に出動

要員に十分な余裕がない、財政規模が小さい

ため、高度な資機材の計画的な整備が困難と

いった課題があると指摘されており、今後、

少子高齢化や人口減少の進行に伴い、さらに

小規模化が進むことが見込まれています。 

人口減少が現実のものとなり、市町村が災

害の多様化・大規模化などに対応し、その消

防責任を十分に果たしていくため、平成 18 年

６月に消防組織法が改正され、消防の規模を

拡大することで、行財政上のさまざまなスケ

ールメリットを生かし、消防体制の整備及び

充実・強化を図ることを示した自主的な市町

村の消防の広域化を推進することとされまし

た。 

これにより、道は平成 20年３月、より効果

的な消防体制の構築を目指し、北海道消防広

域化推進計画を策定し、以来、この計画をも

とに、それぞれの地域において、さまざまな

議論がされております。 
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消防本部の単位面積や地形など、本道にお

いては、広域化により、初動体制の強化や現

場到着時間の短縮などの成果が実現された消

防本部がある一方で、広域化によるスケール

メリットを見出せないなどの理由により、広

域化の実現に至らない消防本部も多く、この

５年間で広域化を実現したのは２圏域４本部

にとどまっていると伺っております。 

こうしたことから、道では、地域特性を勘

案するとともに、平成 25年５月の消防庁告示、

市町村の消防の広域化に関する基本指針及び

これまでの広域化に関する地域議論や市町村

の意向を十分に踏まえながら、新たな第２次

北海道消防広域化推進計画を策定したところ

であります。 

大規模災害などが発生する懸念が高まって

いる今日、この計画をもとに消防の広域化を

含め、それぞれの地域の実情に即した消防体

制の充実・強化に向けたさまざまな方策につ

いて、積極的に検討が進められることを期待

しています。 

人口減や高齢化で成り手がいない消防分団

を現在の９分団から 30 年間で４分団に統廃

合を進めるとお聞きしましたが、そこでお聞

きします。これらを踏まえて、本市における

今日までの取り組みの経過について。 

２つ目に、現在、検討しております消防団

あり方検討委員会について、現在までの検討

結果と今後の協議内容について。 

３つ目に、広域連携の今後の考え方と進む

べき姿についてお聞きします。 

大綱の３点目は、教育行政についてであり

ます。 

アルテピアッツァ美唄ビジョンについてで

あります。 

アルテピアッツァ美唄は、札幌から北東へ

およそ 60 キロ、石狩平野のほぼ中心の美唄市

にある野外彫刻公園であります。アルテピア

ッツァは、イタリア語で芸術広場の意味です

が、かつての炭鉱都市に廃れつつあった小学

校校舎や体育館を改修し、姿をほぼそのまま

に残し、周辺の森林などを含む約３万平方メ

ートルを再生、美唄出身の世界的彫刻家・安

田侃氏の彫刻作品を敷地や建物内に展示し、

1992年にオープン、今なお美唄市と安田侃氏

が創り続け、現在は約７万平方メートルの広

大な野外彫刻公園となっております。木造校

舎や旧体育館では、年間を通して展覧会やコ

ンサートなどが多数行われ、木造校舎１階は

幼稚園として活用しております。札幌から少

し足を延ばすだけで大自然とアートを一緒に

楽しめる貴重な空間だと言われております。 

本年３月、アルテピアッツァ美唄ビジョン

が示され、その後、パブコメを行われたとこ

ろですが、大綱の１点目にも申し上げました、

市民周知をどのようにされ意見収集したのか、

そして合意形成されたとの判断でビジョンを

進めていくのかという疑問は残ります。市民

の方から、市立病院と同じように進めるのか

との意見も聞いたところであります。 

まさに先立て、2045 年の人口推計が出され

ました。25％減の 400 万人減と、本市に至っ

ては 9,092 人と推計予測が出されました。 

そこでお聞きします。パブコメでどのよう

な意見が出されたのか。 

また、新美術館の建設など、どのように考

えているのか。 

３つ目に、第６期総合計画との整合性はど
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うなっているのかお聞きします。 

●議長小関勝教君 市長。 

●市長髙橋幹夫君（登壇） 山崎議員の質問

にお答えいたします。 

初めに、パブリックコメントについて、パ

ブリックコメントの手続きについてでありま

すが、市民周知の方法につきましては、市民

の皆さんに案件の内容を十分理解いただける

よう、意見提出用紙に関係する資料もあわせ

て、市民会館や図書館、総合体育館などの公

共施設のほか、市民ふれあいサロンに設置す

るとともに、広報紙メロディーや市のホーム

ページなどで周知を図っているところであり

ます。 

次に、意見収集の手法につきましては、意

見提出用紙に住所・氏名・連絡先とともに、

案件に対する意見を記入いただき、担当部署

へ直接持参いただくか、郵送やＦＡＸ、電子

メールにより提出いただいているところであ

ります。 

次に、合意形成の判断につきましては、各

審議会や市民説明会、シンポジウムなど、さ

まざまな場面を通じて意見交換を行い、策定

した素案をパブリックコメント手続きでの意

見を参考に、見直しの検討や公表を行い、市

民の皆さんとの合意形成を図っているところ

であります。 

次に、地域連携ついて、連携中枢都市圏構

想についてでありますが、今日までの取り組

みにつきましては、道内では、札幌市、旭川

市、函館市が連携中枢都市の要件を満たして

おり、札幌市では、平成 29 年度から連携中枢

都市圏構想について、札幌広域圏組合の構成

市町村及び通勤・通学者などの一定の交流人

口を有する自治体と協議を行っているものの、

本市におきましては、この要件に達していな

いことから、連携自治体としての動きはない

ところであります。 

次に、今後の考え方につきましては、近隣

の市町が連携し、行政のコンパクト化、ネッ

トワーク化により、人口減少・少子高齢社会

に対応した活力あるまちづくりを目指してい

くことは重要であるものと受け止めており、

そのため、この制度に関しましては、引き続

き、国の動向を見極めながら情報収集を行う

など、必要な対応に努めてまいります。 

次に、消防の広域連携についてであります

が、初めに、今日までの経過といたしまして

は、平成 18 年に消防組織法の一部が改正され、

市町村の消防の広域化についての定義と理念

の基本指針が示され、推進が図られてきたと

ころであります。 

北海道におきましても、平成 20 年４月に

「北海道消防広域化推進計画」が策定され、

本道における基本的な考えや広域化の望まし

い組み合わせが示されたところであります。 

なお、推進計画での広域化の組み合わせと

しましては、南空知圏を基本に、本市と岩見

沢市、三笠市、夕張市、栗山町、長沼町、由

仁町、南幌町、月形町の４市５町の組み合わ

せが示され、平成 24 年度をめどに広域化の実

現を目指すこととされたところであります。 

このことから、その示された組み合わせを

もとに、南空知圏の５消防本部におきまして、

平成 22 年６月に南空知消防広域化研究会を

立ち上げ、消防の広域化に関する調査・研究

を行い、平成 23 年３月に報告書をまとめたと

ころであります。 
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しかしながら、その結果につきましては、

広域化することは望ましいが、推進計画で定

める平成 24年度までの広域化は、南空知管内

の市町との調整が難しく、期間も短いことか

ら、広域化につきましては、今後も継続的に

南空知圏を基本に検討を進めていくこととし

たところであります。 

また、その後、全国的にも広域化が進まな

いことから、平成 25 年に「消防の広域化に関

する基本指針」の一部改正が行われ、推進計

画の期限を平成 30 年４月までに延長された

ところであります。 

このため、北海道におきましては、「第２次

北海道消防広域化推進計画」が策定され、本

市におきましても、引き続き、広域化につい

て検討を進めてまいりましたが、現時点では

広域化には至っていないところであります。 

次に、消防団あり方検討委員会の現在まで

の結果と、今後の協議内容につきましては、

人口減少が進み、消防団員の担い手不足が深

刻化する中で、昨年６月、「美唄市消防団あり

方検討委員会」を消防関係者と学識経験者の

計 33 名をメンバーとして設置し、将来の美唄

市消防団のあり方について、「消防団員の確保、

処遇」「今後の消防団体制」をテーマとして、

委員会を５回開催し、報告書をまとめたとこ

ろであります。 

また、消防団員の確保対策といたしまして

は、市役所職員や郵政職員などへの入団の働

きかけや成人式等のイベントでのＰＲ活動、

ホームページや各広報媒体を利用した宣伝を

行い、団員の確保に努めているところであり、

処遇につきましては、出動報酬及び年報酬の

段階的な引き上げを行い、あわせて、団員の

定年制及び入団年齢制限の見直しを実施し、

魅力ある消防団にしてまいりたいと考えてお

ります。 

なお、今後の消防団体制といたしましては、

現在の９分団体制を分団詰所の更新時期にあ

わせて段階的に統合させ４分団とし、あわせ

て団員定数見直しを行い、実働性ある消防団

にしていくところであります。 

また、今後の協議内容につきましては、消

防団員で構成されております消防団活性化推

進委員会の中で取り組む内容を具体的にどの

ようにして行っていくかを協議いたしまして、

美唄市消防団が将来において、十分な活動が

できる環境をつくり、地域住民の安心・安全

確保の中核となる消防団体制に努めてまいり

たいと考えているところであります。 

次に、広域連携の今後の考え方と進むべき

姿といたしましては、消防は、市民生活を守

るためには、なくてはならない組織でありま

すので、今後、この消防力を維持していくた

め、消防の広域化も１つの手段として考えて

いるところであります。 

また、国においても自主的な消防の広域化

を推し進めるため、今年４月に「市町村の消

防の広域化に関する基本指針」の一部が改正

され、現状の消防力と、10 年後の消防力の推

移を各市町村が作成し、道と連携しながら、

今後の消防体制の検討を行い、第２次北海道

広域化推進計画を見直し、新たな広域化の組

み合わせを示す予定となっており、その広域

化の期限が平成 36 年４月まで延長されるこ

ととなったところであります。 

本市といたしましても、今後示される広域

化の組み合わせに基づき、北海道及び関係市
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町と連携を密にして、今後一層進展する人口

減少や高齢化に対し、強い危機感を持って、

消防の広域化を検討してまいりたいと考えて

いるところであります。 

●議長小関勝教君 教育長。 

●教育長星野恒徳君（登壇） 山崎議員の質

問にお答えします。 

安田侃彫刻美術館アルテピアッツァ美唄ビ

ジョンについて、初めに、本ビジョンに関す

るパブリックコメントの内容についてでござ

いますが、６名の方から意見が寄せられたと

ころでございます。 

意見の主な内容は、アルテピアッツァ美唄

への予算投入に対する反対が１件、新美術館

建設反対が２件、作品の保全や維持管理に必

要な人材を確保する必要があるとした意見が

１件、校舎等既存施設保全の必要性が１件、

郷土史料館の整備を優先すべきが１件となっ

ているところでございます。 

次に、新美術館建設についてでありますが、

現在、アルテピアッツァ美唄に展示されてい

る彫刻は、野外に 27 点、屋内に 18 点設置さ

れておりますが、野外展示作品につきまして

は、豪雪地帯であることから、大理石の劣化

が進んでいるところでございます。 

このことを踏まえ、昨年来、安田侃氏と新

たな彫刻の設置について協議を重ね、安田侃

氏から、今後作成する彫刻については、屋内

設置が望ましいとのご意見をいただいたこと

から、本年３月、既存施設の維持・保全を含

め、新たな美術館棟の整備を盛り込んだビジ

ョン素案を作成したところでございます。 

次に、第６期美唄市総合計画との整合性に

ついてでございますが、総合計画で、アルテ

ピアッツァ美唄については、施設の充実や情

報発信に努めることとしており、また、総合

計画の観光・交流分野において、道道美唄富

良野線の開通を見据えた交流人口の拡大を施

策の方向性として示しているところであり、

教育委員会といたしましては、新美術館につ

いては、この施策の方向性に示される施設の

充実に合致するとともに、一方の施策である

交流人口の増加につながるものと判断し、ビ

ジョンとして素案を策定したものでございま

す。 

●議長小関勝教君 ９番、山崎一広議員。 

●９番山崎一広議員 自席から何点かご質問

させていただきます。 

最初に、パブコメでございますけれども、

国において平成 11 年３月に閣議決定され、国

民の意見を広く聞く手法として制定されたと

ころですけれども、意見公募手続きの規定が

設けられ、行政手続き法に閣議決定の趣旨が

引き継がれたところです。 

本市でも、自立推進計画、美唄 21 世紀まち

づくりプラン後期基本計画やまちづくり基本

条例等の制定にあたって、平成 17年・18 年、

道や他市を参考に実施してきたところですけ

れども、それから 10 年経過しました。 

今３点ほど質問しましたが、当初の目的、

定義をいま一度照らし合わせて私は見直すべ

きではないかと思います。 

火曜日ですか、市立病院の市民検討委員会

を開催されたようですけれども、よく聞かれ

るのが、市民意見が反映されていないのでは

ないか、説明不足ではないか、どこを見て市

政運営をしているのかなど、多くの意見が出

てきているとお聞きします。 
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例えば、さまざまな条例でパブコメをして

おりますが、４期にも５期にも及ぶこれらの

計画、その手法を根底から変えることも必要

であり、私は見直すべきではないかと考えて

おります。 

今ほどご答弁をいただきましたが、市民周

知、資料の場所、意見収集の手法、そして合

意形成の判断についても、これで良いのかと

私は疑問に思います。 

それと、意見は出したと、行政のアリバイ

作りにすぎないのではないかという声も私の

耳に届いてきています。 

ところが、パブリックコメントについては、

担当の職員が、限られた期間、これをこなす

のに精いっぱいであろうと私は思います。市

民にとってもより良い制度のあり方を研究し

ていくべきではないだろうかと考えておりま

す。 

パブリックコメントの時期についても、審

議会の議論などを経て、かなりのレベルまで

まとまった段階で市民に示されているのが普

通でありますけれども、そもそも論的な意見

を出されても、今さら全体をひっくり返すこ

とは絶対にないだろうとも考えます。市民の

意見が反映できるよう、できるだけ早い時期

が望ましいと一般的には言えますが、手間と

時間、コストを考えても、通常、１回のパブ

リックコメントがせいぜいであることから、

現在の中間的な考えが最も妥当であると考え

ざるを得ないとも思いますことから、だとす

れば、例えばこの段階で市民が提出して採択

してもらえるのは軽い意見しかなく、重い意

見は、もともと出しても無駄という制度にな

っているのではないかと考えます。 

今ほど教育長から答弁もありましたパブコ

メは、たった６人です。それで良いのかと私

は思います。 

この計画も、第一に審議会でかなり議論さ

れていることから、形式的になっている。今

さら市民が口出しできる余地はないような制

度になっていないかとも考えますし、２つ目

に、言葉が行政的で固い内容が著しく、その

上、資料の量が多いので、書いてあることを

理解するだけで一苦労であるとよく言われま

す。何とか口に出せるのは、基本理念や全体

構想についてくらいしかないと考えます。 

これらのことから、先ほども言いました何

期も続く計画、あえてこの場では計画名は言

いませんけれども、大きな法改正などは別に

して、部分修正など、改めてパブコメをとる

必要はないのではないかと考えます。 

そして、あまりにも多すぎる計画、条例、

パブコメもマンネリ化して、市民からの意見

やコメントが、最近はごく少数、先ほども言

いましたがアルテでは６件と、このような現

状で良いと思うのか改めてお聞きします。 

２つ目に、広域連携です。南空知では、美

唄、夕張、三笠、栗山、由仁、月形６市町が

声がかかっておりません。消防や水道では連

携するということにはなっておりますけれど

も、より幅広い行政連携の定住自立圏構想は

進んでいないのが現状だと考えます。私が元

職にいたときから、岩見沢市はもともとあま

り音頭をとらないと、そのように私は個人的

に理解しておりますし、岩見沢市の方がいた

ら怒られるかと思いますけれども、今後の要

件緩和では検討もという市長のコメントも、

紙面でお伺いしました。 
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美唄の将来を決定づけていく、導くトップ

リーダーとして、今改めて市長には、このよ

うな混迷期に、特に圧倒的な影響を与える時

代であることは以前から言われております。 

私は、乱世、戦国時代と明治維新の両時代

を合わせた次世戦国時代と考えておりますし、

このような時代のトップリーダーの役割と責

任は、どんな組織にとっても最大ポイントで

あることは、歴史が教えていると考えており

ます。リーダーの条件は、さまざまなことが

ありますけれども、企業リーダーには、夢と

ロマンが要求されます。そして自己の夢を現

実化するロマンの達成、そしてその情熱と執

念が必要、人生観としての喜び、悲しみも必

要だと考えます。ぜひ、この歴史的な大転換

期、美唄の将来を、壮大な夢の実現に向かっ

て、市長自ら今の思いを披れきしていただけ

ればと思います。 

人口減で、社会全体が縮小する中、医療や

福祉、防災、住民生活を支えるサービス水準

を市町単独で維持するのは難しい、厳しい、

例え国からの助成がなくても、自治体同士で

連携し、財政負担を減らしていくべきだと考

えます。 

過去にも平成 28 年第３回定例会で私は言

いましたが、公共施設等総合管理計画に基づ

き市営球場の改修が今されておりますけれど

も、財政的に金がないということで、たぶん、

思っていた計画の５分の１程度ではないかと

私は思っておりますけれども、例えば、岩見

沢、月形も含めて、非常に良い球場です。そ

のようなところと連携して、大きな大会はそ

ちらでする、南空知圏内でやれるような広域

連携も私は必要だと考えておりますので、改

めて、どのように連携していくのかお聞きし

ます。 

３つ目は、アルテピアッツァですけれども、

25周年を迎えて、展示作品も当時より３倍・

４倍に増えていると先ほどありました。海外

からも注目されております。概要版にも、市

民の関心の低さなど、さまざまな問題に対応

しながら、この世界でも稀な美術館を、美唄

を語れる場所として、将来の市民に受け継げ

るようにするためのビジョンをまとめました

と記載されております。また、概ね１対９で

市外からの来館者が多い状況、不足する管理

事業費を補てんして、収支均衡を図っていま

すが、経営的には厳しい状況が続きます。市

民の意識としては、美術館は意識しているが、

興味度が低い状況ですと、ビジョンの冒頭に

書かれております。関心が低いのにビジョン

をまとめたり、来館者は市外からがほとんど

で、経常的に厳しい財政状況、市民の興味度

が低い中で、なぜビジョンを作成するのかと

私は若干疑問に思います。 

また、第６期総合計画に新美術館の建設が

記載されておりませんが、どうしてこのよう

な形で進めようとするのか、過去にも私はお

尋ねしました。 

倉本總さん、花柳鳴介さん、我路の採石場

の上で、イベントを開きたいとあります。 

隣の三笠市が、今年、高校生レストランを

開設されます。ものすごい人気になると思い

ます。教育長はご存知だと思いますけれども、

三重県の相可高校の「まごの店」、ここは、高

校生が土日にレストランを開いております。

近所のお年寄り、他県からも訪れて、非常に

素晴らしいものを作って、町民だけでなく、
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さまざまな方が訪れております。 

高校生レストランができ、道道美唄富良野

線ができた時に、本市はそれに間に合うのか。

これは前にも市長にも言いましたけれども聞

いてほしいと思います。施設の方向性として、

施設の充実に合致すると言われましたが、病

院も含めて、公共施設の建替えと維持、財政

は破綻するのではないかと言われております。

改めて、この考え方について、どのように今

後進めていくのかお聞きいたします。 

●議長小関勝教君 市長。 

●市長髙橋幹夫君 山崎議員の質問にお答え

いたします。 

初めに、パブリックコメント手続きについ

てでありますが、私は、市民の皆さんとの協

働のまちづくりを進めていくためには、条例

の制定や改廃をはじめ、総合計画や各種計画

の策定段階における市民の皆さんが参画する

仕組みづくりとして、重要な制度の１つであ

ると考えておりますので、この制度の運用に

あたりましては、多くの意見の提出をいただ

き、意見交換が活性化されるなど、効果的な

仕組みとなるよう研究を行ってまいります。 

いずれにいたしましても、私は「まちづく

り基本条例」に規定する「市民主体のまちづ

くり、情報の共有、協働のまちづくり」を推

進するため、透明性や公平性が高く、市民の

皆さんが市政に参加・参画しやすい仕組みづ

くりに引き続き取り組んでまいりたいと考え

ております。 

次に、行政連携についてでありますが、人

口減少や少子高齢社会が進む中にあって、行

政事務のコンパクト化を推進し、持続可能な

自治体経営を目指していくことが重要である

と考えております。 

そのため、引き続き、行財政改革を推進す

るとともに、医療や上下水道、ごみ処理、情

報システムなど、広域で取り組んでいる事務

のほか、他の事務の広域的な連携につきまし

ても、空知市長連絡協議会をはじめ、空知地

域づくり連携会議や空知地域創生協議会など

の広域行政に関する各種会議で情報収集を行

うなど、引き続き、調査・研究に努めてまい

りたいと考えております。 

●議長小関勝教君 教育長。 

●教育長星野恒徳君 山崎議員の質問にお答

えします。 

アルテピアッツァ美唄ビジョン作成の必要

性と新美術館の建設、並びに第６期総合計画

との整合性についてでございますが、初めに、

ビジョン作成の必要性についてでありますが、

アルテピアッツァ美唄は、以前から、自然と

彫刻との融和を求める市外来訪者から、高い

評価をいただいているところでございます。 

また、ここ数年は、台湾やタイなどを中心

とした海外からの来訪者が増加していること、

さらには、2022 年度には、道道美唄富良野線

の開通が予定されていることに加え、施設の

老朽化対応や野外彫刻の損傷などに対応しな

ければならない状況になっていることなど、

これらを総合的に踏まえ、アルテピアッツァ

美唄を次代に繋ぐべく、本市の芸術文化の宝

として、短期・中期的視点に立って整備する

必要があるものとして、ビジョンを作成する

こととしたところでございます。 

次に、新美術館の建設と第６期総合計画と

の整合性についてでございますが、第６期総

合計画におきましては、施設の充実に努める



 - 27 - 

こととしていることから、既存施設の保全策

に加え、安田侃氏の今後の彫刻活動をお聞き

した中で、新たな新美術館棟の整備が必要で

あるとし、ビジョンに盛り込んだところでご

ざいます。 

いずれにいたしましても、このビジョンに

つきましては、第６期総合計画との整合性や

本市の財政状況を踏まえるとともに、作家や

指定管理者との協議を進めながら、進行管理

を図ってまいりたいと考えております。 

●議長小関勝教君 次に移ります。 

２番、吉岡建二郎議員。 

●２番吉岡建二郎議員（登壇） 2018 年第２

回定例会にあたり、大綱３点について、市長、

教育長へ質問します。 

大綱の１点目、３月９日の災害について伺

います。 

３月８日から９日にかけての大雨、そして

融雪等により、全道の広い範囲で被害が発生

しました。 

北海道の危機管理局の３月 10 日、11 時時

点の発表の被害状況によりますと、美瑛町で

１名がお亡くなりになられ、全道では、床上

浸水が 28 件、床下浸水が 61 件発生し、各地

で災害対策本部が設置されたとのことです。 

道路の通行止めも、国道で５路線７区間、

道道で 17 路線 18 区間、高速道路で１路線１

区間、また、ＪＲは 140 本の運休が発生した

とのことです。 

本市でも被害が各地で発生したと聞いてい

ます。 

そこで質問です。今回の災害に関しての本

市の被害状況、そして、当日の対応について

伺います。河川の氾濫が発生したその状況、

道路の通行止めについて等、当日の対応をお

答えください。 

また、災害が発生した原因について、本市

ではどのように調査を行い、どのように把握

をし、そして判断を行っているのか。今後の

災害対策に関わってくる重要な部分です。詳

細について伺います。 

あわせて、今後の対応についても伺います。

今回の災害について、私は、市民から対応が

遅かったとの話を何件か伺っています。実際、

対応に不備はなかったのか。市民からの通報

を受けた際に、適切に災害の状況把握をされ

ていたのか。対策を講じることができていた

のか。なぜ市民から対応が遅かったという意

見が出てきているのか。今後の対応に向けて、

当日の対応についての評価をどのように行っ

ているのかを伺います。 

また、３月９日の災害、その中でも被害が

非常に大きかった南一の沢川周辺、南美唄町

中央通り４丁目、５丁目、６丁目付近の住民

から、何件もの相談を受けています。 

市も被害の深刻さを受け、４月 12 日、５月

28日と、今回の災害について二度の住民説明

会を行っており、私もその場に出席をさせて

いただいています。その際に、地域住民の方々

から被害状況を聴取され、今後の対策・対応

を検討されてきているものかと思います。 

私が地域住民の方々から相談を受けた際に、

皆さんが口をそろえてこうおっしゃっていま

した。「今回の災害は人災である」と言ってい

ます。近隣の業者が除雪をした際、今回氾濫

した南一の沢川に排雪、雪投げをしていたと

言うのです。この地域住民からの指摘につい

て、これは市にもしっかりと伝わっているは
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ずですので、どのように対処をし対応してい

るのか、どのように調査をしているのかにつ

いて伺います。 

次に、二度の住民説明会で市の見解が一度

目、二度目の間で変わった点について伺いま

す。 

４月 12 日の説明会では、市の河川管理にお

ける責任はゼロではないと、今回の南一の沢

川の氾濫の市の責任を認める発言をしていま

した。 

しかし、その後、５月 28日の説明会では自

然災害と判断し、災害について、市の管理責

任に問題はなかった。市の責任はない。こう

いった趣旨の見解へ変わっています。見解が

変わったことについて、そのいきさつについ

て伺います。 

大綱の２点目、観光行政について伺います。 

サイクルツーリズムに関してです。一昨年

３月に閣議決定された北海道総合開発計画に

よりますと、北海道において、アジアの中で

も特徴的で、また魅力的な観光資源を活かし

ながら、世界水準の観光地を目指し、サイク

ルツーリズム等の振興等により、広域的な観

光周遊ルートの形成を促進することとされて

います。 

昨年５月には、自転車活用促進法が施行さ

れ、自転車を取り巻く機運が高まっていると

のことです。 

国土交通省北海道開発局でもサイクルツー

リズムを推進しており、まさに国を挙げての

事業として進められてきています。その取り

組みとして、受け入れ環境の充実、情報発信、

サイクリストとのコミュニケーション、自転

車走行環境の改善の３点を挙げ、これからま

すます力を入れていくという様子です。 

本市でも、以前より市長が中心となり、観

光振興の一環としてサイクルツーリズムを推

進してきています。 

そこで質問です。サイクルツーリズムに関

して、これまでの実績、そして取り組みにつ

いて、例えばイベントの参加者数ですとか、

その参加者からの意見、入込客数の実績、こ

ういったものと、これまでのサイクルツーリ

ズム推進に関わる取り組みについて伺います。 

また、その取り組みを踏まえて、サイクル

ツーリズム推進に向けた今後の展望をどのよ

うにお考えになられているか伺います。 

あわせて、北海道開発局の取り組みの１つ

にありました自転車走行環境の改善がありま

す。 

本市では、自転車走行環境の改善について、

指定したサイクリングコースの路面整備状況

はどのようになっているのか伺います。この

点に関しては、観光のために自転車を気持ち

よく走行していただけるようにするといった

観光振興の側面というだけではなく、近年、

全国で道路の整備不良による自転車事故に関

する訴訟が行われています。実際に、中には

地方公共団体が賠償を命じられているという

事例が複数件存在します。 

サイクリングコースは路面整備状況に問題

がないか確認をした上でコース設定を行った

のか。また現在、路面の状況は確認をしてい

るのかを伺います。 

また、本市に来るサイクルツーリストが走

行するのは、指定しているサイクリングコー

スだけとは限りませんので、市道の整備状況、

自転車やロードバイクの通行しやすい市道の
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整備がなされているのかについて伺います。 

大綱の３点目、教育行政について伺います。 

小中学校でのスマートフォン、携帯電話等

について伺います。2016年の総務省通信利用

動向調査で、13 歳から 19 歳のいわゆる若年

層のスマートフォン個人保有率は、81.4％と

非常に高い数値にあるといったことが出てい

ます。１人に１台が限りなく近づいてきてい

ると言えます。 

スマートフォン、携帯電話は、大変便利な

ツールであり、利用方法によっては、自分の

世界を広げることができ、情報収集、そして、

学習にも役立つものです。 

ですが反面、個人情報の流出の懸念、また、

小学校、中学校ということですと、いじめの

まさにその現場として、インターネット環境

が整備されているスマートフォン、携帯電話

が利用されること、また、スマートフォンや

携帯電話を使った犯罪に巻き込まれるなど、

さまざまな問題が出てきているというのも事

実です。社会問題となっています。 

そこで質問です。本市の児童生徒のスマー

トフォン、携帯電話等の所有状況について、

教育委員会では、どのように把握されている

のかを伺います。 

また、学校現場でのルール、マナー、そし

て利用上のリテラシー等を含めた教育につい

て、スマートフォン、携帯電話の教育は、児

童生徒にどのように行っているのか。 

また、児童生徒だけでなく、その保護者に

対しての啓発をどのように行っているのか伺

います。 

あわせて、スマートフォン、携帯電話は、

通信機器ではありますが、学校での学習の際

には、そこまで必要となるものではなく、む

しろ学習の妨げになるような場合があります。

というのも、スマートフォンは、ゲーム機と

しての側面もありますので、このスマートフ

ォン、携帯電話の学校への持ち込み、また、

その学校へ持ち込みがされた際の管理につい

て、どのような対応をされているのかを伺い

ます。 

●議長小関勝教君 市長。 

●市長髙橋幹夫君（登壇） 吉岡議員の質問

にお答えいたします。 

初めに、３月９日の災害についてでありま

すが、ご答弁の前に、この度の災害により被

害に遭われた市民の皆様方におかれましては、

大切な財産を失うなど、大変なご苦労をされ

ていることと思います。 

改めまして、皆様方のご心労に対し、また、

被害に遭われたことに関し、心からお見舞い

を申し上げる次第であります。 

それでは、議員の質問にお答えいたします。 

初めに、市内全域の状況についてでありま

すが、３月８日の午後 10時から降り始めた降

雨と気温の上昇により、融雪が進んだことか

ら、市が管理する普通河川のうち、南一の沢

川、十三号川、ビバイイクシュンベツ川、七

号川の４つの河川で氾濫が発生いたしました。 

また、北海道が管理する河川につきまして

は、落合川が一時的に氾濫しましたが、すぐ

に水位は下がったところであります。 

なお、道路につきましては、共練町の学田

橋から南美唄町旭町までの市道南美唄・入初

線の一部が冠水したため、午前 10 時から午後

４時までの間、通行止めにしたところであり

ます。 
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次に、南一の沢川の被害状況についてであ

りますが、北栄橋の上流側の東光寺の裏付近

で溢れ、三井通りを経由して、新橋までの低

い宅地へ雪の混じった氾濫水が濁流のように

流れたことから、南美唄町中央通り４丁目か

ら６丁目におきましては、床上浸水９軒、床

下浸水５軒の被害が発生したところでありま

す。 

市の対応といたしましては、10 時 30 分頃

に市民から「家に水が入ってきそうだ」との

通報があったことから、消防署へ救助等災害

活動の出動を要請するとともに、災害応急対

応に職員を派遣するなどの災害対応にあたっ

たところであります。 

また、消防署の救助等災害活動としまして

は、浸水した家屋からの救助が３件で４名、

排水活動が１カ所、流された灯油ポリタンク

からの油漏れ処理が２件、それぞれ対応を行

ったところであります。 

なお、救出した４名の方は、消防のマイク

ロバスに乗車していただき、うち２名の方は

浸水解消後にご自宅に戻られ、そのほかの２

名の方は、南美唄コミュニティセンターに一

時退避していただきましたが、午後６時頃ま

でには、ご自宅や知人宅に戻られたところで

あります。 

次に、災害応急対応といたしましては、重

機による河川内における雪の除去作業と、雪

混じりの濁流後の処理、土のう設置などの対

応を行ったほか、美唄警察署により、通行止

めなどの交通規制が行われたところでありま

す。 

なお、午後１時 40 分頃には、床下浸水が解

消され、午後３時 45 分頃には、道路除雪が完

了したことから、三井通りの通行止めを解除

したところであります。 

また、当日の午後７時 45分から被災者宅を

訪問して、被災者の安否について最終確認を

行い、次の日には、被災状況の確認と水害時

の状況やお困りごとなどについてのお話をお

伺いするとともに、ごみ処理やし尿処理など

の手続きについてご説明したほか、ご自宅に

住めなくなった方につきましては、市営住宅

へ居住いただく手続きを行ったところであり

ます。 

次に、十三号川の被害状況につきましては、

床上浸水が１軒、床下浸水が１軒の被害が発

生いたしました。 

市の対応といたしましては、消防署による

土のう設置と排水活動、重機による河川内に

おける雪の除去作業を行ったところでありま

す。 

次に、ビバイイクシュンベツ川と七号川の

被害状況につきましては、倉庫の一部に被害

が発生いたしました。 

市の対応といたしましては、重機による河

川内における雪の除去作業を行ったところで

あります。 

次に、災害が発生した原因についてであり

ますが、降雨につきましては、３月８日の午

後 10 時から９日の午後２時までに 47.5 ミリ

であり、この雨量は、過去 10 年間での３月の

ひと月に降る降雨量の平均値である 48.2 ミ

リに匹敵する大雨であることから、この時期

としては、これまでに経験したことがないひ

と月分の雨が１日で降ったこととなりました。 

また、積雪につきましても、例年でありま

すと、この時期は 50 センチメートル程度の積



 - 31 - 

雪量でありますが、今年は大雪のため、105

センチメートルの積雪があり、さらに、気温

につきましても、当日の最高気温は、平年値

の 1.2 度を上回る 4.6 度となっていたところ

であります。 

このため、これらの降雨量と積雪量と気温

の上昇などの要因が重なり、このたびの災害

が発生したものと考えているところでありま

す。 

次に、今後の対応についてでありますが、

災害時には、初動体制が重要となってくるこ

とから、これまでも各種防災対応マニュアル

に基づき、体制を整えてきたところでありま

すが、今後も市民の皆様からの情報収集に努

め、現場の状況を把握し、各関係機関と情報

を共有することにより、迅速かつ適切な災害

対応に努めてまいりたいと考えております。 

また近年、気象変動の影響により、想定を

上回る豪雨などによる大規模な災害が全国各

地で発生していることから、市民の生命、身

体及び財産を災害から保護するためには、行

政による防災体制の強化はもとより、市民の

防災意識の高揚を図るなど、万全な準備、体

制の整備に努めてまいりたいと考えておりま

す。 

次に、南一の沢川で発生した災害について

でありますが、初めに、地域住民からの人災

というご指摘につきましては、災害が発生し

た原因について、先ほどもご答弁させていた

だきましたとおり、降雨量と積雪量と気温の

上昇が原因と考えており、自然の影響が大き

く関与した特別な気象環境だったことから、

自然災害と判断したところであります。 

次に、市の管理責任につきましては、融雪

期での河川の管理は、過去に融雪で被害のあ

った河川を中心にパトロールを行い、河川が

雪で閉塞していないかを確認し、雪割を実施

するなど、対応にあたっていたところで、今

年も８河川の雪割を実施していたところであ

ります。 

当日は、大雨警報が発令されておらず、融

雪期において、氾濫実績のない河川でありま

したことから、河川管理者といたしましては、

このように氾濫が起きてしまうことが予見で

きなかったものと判断しております。 

次に、二度の住民説明会で市の見解が変わ

った点につきましては、一度目の説明会で、

管理責任はゼロではないとお答えいたしまし

たが、その後、内部におきまして、検討を重

ねた結果、降雨量、積雪量と気温の上昇など

の気象環境や市内を流れる七号川や十三号川

など、数カ所の河川も氾濫していることから、

総合的に判断して、先ほどお答えしたとおり、

自然災害とし、二度目の説明会におきまして、

市に責任はないとご説明させていただいたと

ころであります。 

次に、観光行政について、サイクルツーリ

ズムについてでありますが、初めに、これま

での取り組みにつきましては、平成 28 年度に

サイクリングコースを設定し、市のホームペ

ージへ掲載するとともに、美唄サイクリング

マップを作成し、主要施設に配布するなど、

周知を図ってきたところであり、さらには、

管内自治体や団体などとも連携し、サイクリ

ングに関する情報の発信やイベントを開催す

るなど、サイクルツーリズムの取り組みを推

進しており、最近では、市内の観光施設や農

村地域でサイクリストを見かけることが増え
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てきていることから、少しずつ取り組みの成

果が表れているものと考えているところであ

ります。 

また、昨年開催されましたサイクリングイ

ベントの参加状況を見ますと、北海道そらち

グルメフォンドには 792 名、びばいカントリ

ーライドには 115 名が参加しており、びばい

カントリーライドの終了後のアンケートでは、

「また参加したい」というご意見が 75％とな

っており、自由記載におきましても、「風景が

良い」や「コースが走りやすい」など、高い

評価をいただいたところであります。 

次に、これからの展望につきましては、本

年４月にピパの湯ゆ～りん館にレンタルサイ

クルや宿泊室にサイクルハンガーを設置した

新館がオープンするなど、サイクリング観光

客の受け入れ環境の充実を進めているところ

であり、今後、本市のサイクリング環境や観

光資源の積極的なＰＲに努め、さらなる交流

人口の増加を図ってまいりたいと考えており

ます。 

次に、サイクリングコースの路面整備状況

につきましては、サイクリングコースは、平

成 28 年度に実施したサイクリング等観光ル

ート形成・経済効果調査事業委託業務により

設定したもので、美唄市の観光資源でありま

す食の魅力などを活かし、ルートの検討を行

いながら、サイクリングツアーに関する複数

の専門家が、実際に自転車で走ることにより、

走行の安全性、景観、休憩施設、誘導サイン

などのさまざまな視点からご意見をいただき、

コースを設定したところであります。 

コース設定した道路には、路盤改良を行っ

ていない簡易舗装で整備した路線や歩道のあ

る道路では、雨水枡にグレーチングの蓋が設

置された箇所があるなど、サイクリングを行

うロードバイクなどでは、一部走行しにくい

状況も想定されますが、びばいカントリーラ

イドなどのサイクリングイベントの開催とあ

わせて、市内サイクリングクラブとも連携し

ながら、コースの路面状況の確認や清掃を実

施しているところであります。 

今後におきましても、サイクリングクラブ

などから情報提供をいただきながら、サイク

リストが走りやすいコースの維持にできる限

り努めてまいりたいと考えております。 

次に、自転車の通行しやすい市道の整備に

つきましては、社会資本整備総合交付金など、

有効な財源確保が困難なことから、数多くの

路線整備を行うには、難しい状況となってい

るところではありますが、舗装によるオーバ

ーレイやパッチングなどにより補修を行い、

自転車に限らず、車両や歩行者が安全に通行

できるよう努めているところであります。 

●議長小関勝教君 教育長。 

●教育長星野恒徳君（登壇） 吉岡議員の質

問にお答えします。 

初めに、児童生徒の携帯電話やスマートフ

ォンの所有状況についてでありますが、毎年

度の調査は行っておりませんが、これまで実

施した調査で申しますと、平成 25 年度調査で

は、小学校６年生で 37％、中学校３年生で

49％でありましたが、平成 27 年度では、小学

校６年生で 60％、中学校３年生で 77％となり、

平成 30年度調査では、小学校６年生で 47％、

５年生で 50％、中学校で 76％となっており、

年によって差異はありますが、小学校高学年

で約半数、中学校では７割以上の所有率とな
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っております。 

次に、児童生徒への情報モラル教育につい

てでありますが、市内小中学校におきまして

は、児童生徒に携帯端末からの不用意な書き

込みや画像の送信は、個人情報の流出や思わ

ぬネットトラブルに巻き込まれる危険性があ

ることから、携帯電話会社等による専門家か

らの携帯安全教室を実施するなど、利用上の

リテラシーを習得させる学校が増えてきてい

るところでございます。 

さらに、平成 28 年度より、市ＰＴＡ連合会

が中心となって、自分の携帯番号やアドレス

をむやみに教えないこと、夜９時以降は使用

しないこと、携帯端末は自分の部屋に持ち込

まないこと、必要のないサイトにはアクセス

しないこと、悪口やネット上に個人情報が特

定される言葉や画像を書き込まないこと、フ

ィルタリングをかけることなどを携帯電話等

の使用に関するルールとして作成し、すべて

の小中学校において、携帯端末のルールやマ

ナーとして活用しているところであり、この

ルールについては、保護者に向けても啓発活

動を行っているところでございます。 

次に、学校への持ち込みにつきましては、

校則など明確化されたものはありませんが、

市内すべての小中学校で、携帯電話等は授業

に必要ないものとしており、基本として、携

帯電話、スマートフォンを学校に持ってこな

いという指導と、保護者への協力を依頼して

いるところでございます。 

しかしながら、放課後の習いごとや少年団

活動などで必要な場合や位置情報付きの携帯

電話等を持たせたい保護者には、学校に申し

出ることによって承認し、その場合は、職員

室で下校まで机の中に入れて大切に保管する

学校や、放課後まで使用しない条件で持ち込

みを認めている学校もあるところでございま

す。 

●議長小関勝教君 ２番、吉岡建二郎議員。 

●２番吉岡建二郎議員 自席より再質問いた

します。 

３月９日の災害について、本市の被害状況

について確認させていただきましたところ、

人的被害ですとかけがをされた方、ましてお

亡くなりになられた方がいらっしゃらないと

いう状況で、その点に関しては大変幸運だっ

たのではないかと思います。ただ、家への被

害などがあったということですので、そこに

関しては、今後、市としてもしっかり対応し

ていっていただきたいと考えます。 

質問になりますが、的確な初動態勢をとる

ためには、災害対応にあたる際に、危機管理

対策室、それと、他の関係機関、消防署です

とか警察、他に可能性としては、災害時です

ので自衛隊も可能性はあるのかもしれません

けれども、そういったところと各機関が必要

とする情報が、どういったものが必要なのか

事前に相互間で整理を行っていく必要がある

のではないかと考えます。それについてどの

ようにお考えかを伺います。 

また、行政による防災体制の強化、そして

市民の防災意識の高揚についてということで

すが、具体的には、現状どのような取り組み

を行っていくのか伺います。 

そして、南一の沢川で発生した災害につい

てです。これについては、他の所と同じよう

な原因でお考えになられているようですが、

私も述べましたとおり、人災だという指摘、
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業者による雪投げが河川に行われていたとい

う点から、他の所と原因を一緒くたにして考

えるというのは適さないのではないかと思わ

れます。今ほど市長の答弁では、河川への雪

投げ、排雪という事象を全く考慮に入れてい

ない判断をされています。住民説明会では、

市側の調査で、近隣の業者２件が、河川への

雪投げをしていたということを認めたとお話

しになられていました。なぜこの事実が今回、

判断材料から排除されるのでしょうか。 

また今回、先ほど私の質問の最初に述べま

したとおり、全道で３月 10 日、11 時の時点

で床上浸水が 28 件、床下浸水が 61 件ですの

で、何と南美唄中央通り４丁目、５丁目、６

丁目、南一の沢川の氾濫で全道の床上浸水の

うちの３割以上、床下浸水のうちの１割以上

が、このピンポイント１点でのみ発生してい

るということになります。こういった判断材

料も検討せずに、自然災害と断定する、これ

はないのではないかと思います。さまざまな

判断材料が今ありますので、その調査検討が

足りていないと感じます。市側が自然災害と

断定するのであれば、断定できる明確な理由

をご説明いただくか、もしくは自然災害だと

いう断定をいったん撤回し、もう一度徹底的

な調査を行った後、どういった原因があって、

特にこの南一の沢川の氾濫が起こったのか。

こういったことを調査していくことを求めま

すが、市長のお考えはいかがでしょうか、伺

います。 

また、市の管理責任についてですが、南一

の沢川は、私が伺ったところ、市の管理河川

だと聞いております。市の管理河川の管理責

任、氾濫して、それも今述べましたとおり、

人的な何らかの力があって氾濫したかもしれ

ない、そういった状況があるにも関わらず、

管理責任はないと、とても信じられないご答

弁です。 

また、その答弁の中で、予見という言葉が

出てきました。予見の可否、可能だったか、

できなかったかということで、管理責任があ

るかないか決まるということであれば、予見

をするための事前の手立てというものは、し

っかりとるというのが当たり前の管理者の義

務だと私は考えます。 

今回氾濫した南一の沢川に関しては、冬期

間のパトロールを行っておられないと、これ

は住民説明会の中でもお答えになられており

ました。パトロールを行っていない河川で予

見ができるのでしょうか。予見をしようにも、

その予見するための材料が手元に全くない状

態だったのではないかと考えます。予見する

ための行動を事前に起こさずにしていて、そ

して予見ができなければ、管理責任はない、

問われることがないと、このようにおっしゃ

るのであれば、何もしなくても責任がないと

言い逃れをすることと同一ではないかと考え

るんですが、この点について市長の考えを伺

います。 

また、住民説明会での見解の変化について

ですが、答弁の中で、総合的に判断をしたと、

その結果とありました。その総合的な判断と

は、どういった根拠があって、総合的な判断

に今のお話でなるのかがいまいち理解できま

せん。何を根拠とした総合的な判断なのかを

伺います。 

観光行政、サイクルツーリズムについてで

す。入込客といいますか、イベントに参加さ
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れた方からは、75％がまた参加したい、風景

が良い、コースが走りやすいと、高い評価を

いただいたということで、このサイクルツー

リズムの取り組みについて、今後、非常に高

い効果が出てくるのではないかと感じます。

ぜひ、この評価を下げることなく、どんどん

上げていっていただきたいと思うのですが、

路面の整備状況についてなんですが、実際に

利用をされている方々の生の声を多く集めて

いくということが、一番生きた情報を集める

ことにつながると考えます。それによって、

効果的な対処を今後行っていけると思うので

すが、ぜひイベントなどに参加される市外か

ら来られる方々も含めて、例えば、そのイベ

ントの開催時ですとか、そういったときに参

加者に対して、コースの路面状況も含めたア

ンケート調査を行っていくと生きた情報を得

られるのではないかと考えます。その点に関

しての市長の考えを伺います。 

また、市道の整備についてですが、サイク

リングで観光振興を行い、人を呼ぶのであれ

ば、可能であれば地方創生推進交付金の予算

を市道の整備、良好な道路環境の整備に充て

ていくことができないのかと、このように考

えます。 

道路整備に関しては、市長もご存じのとお

りかと思いますが、市民からはたびたび美唄

市の道路状況が良くないと苦言をいただきま

す。観光振興のための整備を行うことができ

れば、これは市民の要望にも応えることがで

き、一石二鳥となるのではないかと考えます。

この点についての市長の考えを伺います。 

教育長に、小学校、中学校でのスマートフ

ォン、携帯電話等について、本市で、小学校

高学年で約半数、中学校では７割以上の所持

率、保有率となっているということで、多く

の児童生徒がスマートフォン、携帯電話を持

たれているというご答弁でした。こういった

ことから、やはりルールやマナー、リテラシ

ー、そういったことについて、積極的な学習

の取り組みを継続されていくことを望みます。

ぜひとも続けてください。 

あわせて、最近、スマホ依存、またはスマ

ホ依存症という言葉を耳にするのですが、ス

マートフォンに依存し、日常生活に支障を来

すようなことになることを差すようです。一

説には、若年層の約７割がスマホ依存を自覚

しているというような話も出てきます。 

本市において、このことについて、児童生

徒または保護者への依存防止の啓発を行って

いるのかについて伺います。 

また、学校への持ち込み管理についてです

が、預かり、保管の際に破損・紛失といった

ことが起こった際の対応ですが、決して担当

の教員の方が個人で預かるというものではな

いかと思いますので、そういった方々の単独

の責任になってしまうことがないような対処

が行われているのかについて伺います。 

●議長小関勝教君 市長。 

●市長髙橋幹夫君 吉岡議員の質問にお答え

いたします。 

初めに、災害時の初動体制についてであり

ますが、これまでも、いち早く現場の状況を

把握し、関係機関との連携による災害対応に

努めてきたところでありますが、今後につき

ましても、市民などからの的確な情報の把握

に努めるとともに、関係機関との必要な情報

共有や連携の強化を図るなど、迅速かつ的確
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な対応に努めてまいりたいと考えております。 

次に、防災体制の強化や市民の防災意識の

高揚についてでありますが、災害時の職員活

動マニュアルなど、各種防災対応マニュアル

の見直し、新たな職員の防災・危機管理に関

する人材の育成による防災体制の強化や自主

防災組織の設立、町内会等への出前講座の開

催、防災訓練の実施、学校における防災教育、

広報紙メロディーなどによる防災意識の高揚

等に取り組んでまいりたいと考えているとこ

ろでございます。 

次に、自然災害といえる詳しい理由につい

てでありますが、先ほどもご答弁させていた

だきましたが、災害時の発生原因につきまし

ては、降雨量と積雪量、それから気温の上昇

が原因と考えており、自然の影響が大きく関

与いたしました特別な気象環境だったことか

ら、自然災害と判断したところであります。 

一方で、地域住民の方が川に雪を捨ててい

たという証言もありますが、そのことが、今

回の氾濫に起因したという合理的な立証がで

きない状況の中で、人的災害と認定するのは

難しいものと考えております。 

次に、予見するための手立てをとっていな

かったことにつきましては、融雪期におきま

して、氾濫実績のない河川でありましたこと

から、河川管理者といたしましては、このよ

うに氾濫が起きてしまうことが予見できなか

ったところであり、責任はないと判断したと

ころでございますが、今後におきましては、

このたびの事象を教訓に、河川巡視の強化を

図るなど、検討してまいたいと考えておりま

す。 

次に、総合的に判断した結果につきまして

は、これも繰り返しになりますが、先ほども

お答えしたとおり、自然の影響が大きく関与

いたしました特別な気象環境や市内を流れる

数カ所の河川につきましても、氾濫している

ことから、自然災害と判断し、市に責任はな

いとご説明させていただいたところでありま

す。 

次に、サイクリングコースの路面状況に関

するアンケート調査についてでありますが、

本年度も市内において、びばいカントリーラ

イドが開催されますことから、当イベントの

実行委員会と連携しながら、コースの路面状

況について、参加者に対してアンケート調査

を実施するなど、サイクリストが走りやすい

コースの維持にできる限り努めてまいりたい

と考えているところであります。 

次に、地方創生推進交付金の予算の確保に

ついてでありますが、地方創生推進交付金は、

道路整備のようなハード事業への補助はない

ため、ソフト事業との組み合わせで実施する

ことになり、ソフト事業のみによる場合に比

して、設定するＫＰＩの十分な向上が見込ま

れるものが対象となっているところでありま

す。 

ただし、ハード事業費とソフト事業費の割

合が概ね５割とならなければ対象とならない

ことから、ハード事業費と同様なソフト事業

費が必要となり、有利な財源として活用する

ことは、極めて難しい状況となっているとこ

ろであります。 

なお、平成 29 年５月１日に自転車活用推進

法が施行され、自転車活用の推進を図るため、

国土交通省に自転車活用推進本部が設置され、

関係省庁との緊密な連携・協力が図られるこ
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ととなっており、今後、新たな制度の創設な

ど、国の動向を見極め、対応してまいりたい

と考えているところであります。 

●議長小関勝教君 教育長。 

●教育長星野恒徳君 吉岡議員の質問にお答

えいたします。 

スマートフォン依存、俗に言うスマホ依存

防止に向けての啓発についてでございますが、

スマホ依存の一般的なものといたしましては、

トイレや風呂に持ち込むこと、家族や友達と

いるときも画面を見ること、食事中も手離さ

ないこと、対面しても会話ができないこと、

スマホがないと落ち着かない、不眠症、ドラ

イアイ、疲れ目などが事例として挙げられて

いるところでございます。 

スマートフォンや携帯電話については、保

護者と子どもが共通の認識で使用することが

必要であることから、各学校では、児童生徒

には、特別活動や保健の授業等で、保護者に

は、児童生徒と一緒に携帯安全教室を開催し

ているほか、保健室だより等において、一般

的な例を挙げて説明するなど、児童生徒・保

護者の両方に啓発しているところでございま

す。 

また、携帯電話やスマートフォンの校内へ

の持ち込みについてでございますが、各小中

学校とも原則、学校に持っていかないよう保

護者にお願いしているところでありますが、

家庭や児童生徒の事情で、どうしても持ち込

まなければならない場合、児童生徒が自己管

理する学校や、朝から放課後まで職員室の鍵

のかかる机の引き出しに保管している学校が

あるところでございますが、いずれの場合も、

校内で使用しないことや破損・紛失の保護者

責任を明確にした届け出を受けて、携帯電

話・スマートフォンを管理しているところで

ございます。 

●議長小関勝教君 吉岡建二郎議員に確認い

たします。 

再々質問はございますか。 

●２番吉岡建二郎議員 はい、あります。 

●議長小関勝教君 一般質問中ですけれども、

再々質問は午後からといたしたいと思います。 

午後１時まで休憩いたします。 

 

正午 ０ 時００分 休憩 

午後 １ 時００分 開議 

 

●議長小関勝教君 休憩前に引き続き、会議

を開きます。 

吉岡建二郎議員の再々質問から入ります。 

２番、吉岡建二郎議員。 

●２番吉岡建二郎議員 自席より質問をさせ

ていただきます。 

３月９日の災害について、南一の沢川で発

生した災害についての部分ですが、今ほどの

市長からのご答弁の中で、河川への雪投げは

今回の災害との合理的な関係、関連というも

のを立証できないというご答弁をいただきま

した。 

まず、そもそもですが、河川への雪投げと

いうのは違法行為ではないかと私は思うので

すが、そこの点をはっきりさせていただきた

いと思います。 

あわせて、今回、河川への雪投げがあった

かどうかということであれば、先ほど、私の

質問の中でも述べさせていただいたとおり、

市からの説明で、住民説明会の中で、２件の
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業者が認めたという調査があるという事実が

ありますよね。それをなぜ判断材料とされな

いのかというのがわからないところです。で

すから、自然災害と断定できる明確な理由を

説明されたということにならないかと考えま

す。 

また、先ほど私が質問でも述べましたとお

り、本市の床上浸水、床下浸水、特にそれが

南美唄町中央通り４丁目、５丁目、６丁目、

その１点でのみ、北海道全体、３月 10 日段階

で把握されていたものの３割にも上る数が発

生していたと。この事実に関してどのように

とらえているのかということは、お答えがあ

りませんでした。 

道内では、警報が出されるほど雨が降り、

雪解けというところがありましたし、３月８

日段階で、札幌管区気象台からは、そういっ

た融雪、大雨による被害が予想されるといっ

たことが出されていたはずです。 

美唄市は警報ではなく注意報だったにもか

かわらず、警報が出された他の自治体よりも

大きな被害が発生しています。それも何度も

述べますが、たった一部の地域でです。この

異常性というものをどのように認識されてい

らっしゃるのかをお答えいただいておりませ

んでしたので、その点のお答えをいただきた

いと思います。 

さらに、管理責任、予見というところに関

してですが、これは、私がいろいろお調べい

たしまして、このような言葉があります。「予

知するために予見する。予見するために観察

する」オーギュスト・コントという 19世紀の

フランスの哲学者の言葉です。私が申し上げ

たいことはここに入っています。美唄市は、

管理責任のある河川での災害を予見するため

に観察を怠っていたのではないかと。さらに

つけ加えますと、ビジネスにおいての言葉で

も、予見可能な危機ということに関しての考

え方があります。民間の経営者出身であられ

る市長であれば、ご理解いただけるのではな

いかと思うのですが、予見可能な危機という

のは、認識の不足、そして注目の不足、さら

に対応の不足によって生じる。こういった考

え方があります。認識が不足していて、その

ことをわかっていないと予見可能な危機、こ

れが発生して実際に災害になってしまう。こ

れはビジネスだけではなくて、行政において

も同じことが適用できるのではないかと思い

ます。今回においては、注目することもされ

ず、対応もされていなかった。なぜか。認識

が足りていなかったからです。こういった場

合には、ビジネスでは組織のトップが責任を

とることが通常かと思います。市の責任とい

うものが、この認識の不足という部分につま

っているのではないか。このことに関して、

どうお考えになられるのか、ご説明・お答え

をいただきたいです。 

それと、サイクルツーリズムに関して、非

常によくわかりました。地方創生推進交付金

が、なかなか使いづらいというものなので、

ぜひとも、新たな制度の創設、そして国の動

向を見極めるのと同時に、市長から道路整備

に利用しやすい補助金の整備など、そういっ

たこととを国や道に今後求めていっていただ

きたいと思います。このサイクルツーリズム

に関しては、答弁は求めませんので、南一の

沢川で発生した災害についての部分、ぜひご

答弁をよろしくお願いします。 
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●議長小関勝教君 副市長。 

●副市長藤井英昭君 答弁準備のため、若干

お時間をいただきたいと思います。 

議長において、お取り計らいをよろしくお

願いいたします。 

●議長小関勝教君 ただいまの吉岡議員の質

問に対し、理事者より答弁準備の申し出があ

りましたので、30 分程度休憩いたします。 

 

午後 １ 時０６分 休憩 

午後 ２ 時４１分 開議 

 

●議長小関勝教君 休憩前に引き続き、会議

を開きます。 

この場合、説明員の欠席について、次のと

おり通知がありましたので報告いたします。 

選挙管理委員会委員長高田豊君は公務のた

め、また、監査委員後藤樹人君は都合により

欠席いたします。 

これより、吉岡建二郎議員の質問に対する

理事者の答弁から入ります。 

市長。 

●市長髙橋幹夫君 答弁準備に時間をいただ

き、ありがとうございました。 

吉岡議員の質問にお答えいたします。 

初めに、川への雪捨てについてであります

が、南一の沢川につきましては、普通河川で

ありますことから、河川法に準じました市の

普通河川管理条例を制定し管理しております。 

この中で、条例第７条第２項に普通河川に

土砂又はごみ、糞尿、鳥獣の死体、その他汚

物、若しくは廃物を捨てるなどの行為をして

はならないとされております。 

雪につきましては、廃物にあたるところで

ございます。 

なお、毎年１月号の広報紙メロディーにお

きまして、川に雪を捨てないように周知を図

っているところでございます。 

また、雪投げを認めた業者がいるというこ

とにつきましては、警察に相談をさせていた

だきましたところ、雪を投げ入れた業者や雪

の量が特定できるような写真など、証拠にな

るものがなければ、告訴を受理することがで

きないとのことでありましたので、雪投げを

した業者に対しての責任追及も難しいものと

考えております。 

２つ目の予見が可能であるかどうかについ

てでありますが、ご指摘のとおり、予見が可

能であった場合、対策を講じなかった場合は、

過失があったとみなされると認識しておりま

すが、今回の場合、気象庁による気象予報で

は、本市においては、強風、融雪、洪水、な

だれ注意報が発令されておりましたが、警報、

特別警報等が出されていなかったため、これ

まで同様に過去に氾濫実績のある河川を中心

に対応をしていたところでございます。 

なお、災害原因の合理的な解明につきまし

ては、国立研究開発法人土木研究所寒地土木

研究所に相談をさせていただいたところ、氾

濫前の河川の状態がわからないことから、全

て仮定での推測になるとのことで、人的災害

を合理的に判断することは難しいものと伺っ

たところであります。 

●議長小関勝教君 吉岡建二郎議員の本件に

対する発言は、すでに３回に及びましたが、

会議規則第 56条但し書きの規定により、特に

発言を許します。 

２番、吉岡建二郎議員。 



 - 40 - 

●２番吉岡建二郎議員 ４度目の発言の許可

をいただき、ありがとうございます。 

今ほどの答弁に関してですが、川への雪投

げ、これは明確に条例で違反であるというこ

とをご説明いただきました。 

また、証拠がないと告訴をすることはでき

ないということもご説明いただきました。証

拠がない理由というのは、どこにあるのでし

ょうか。それは次の予見についてのところに

も関わってくるかと思います。 

美唄市では、河川の氾濫について、気象情

報のみで予見を行っているという形での今の

答弁だったと認識しております。特に南一の

沢川に関しては、パトロールをしていないと

いう状況にありますから、南一の沢川の実際

の状況を知ることはできていなかったという

ことです。氾濫前がわからないということの

原因は、市がパトロールをしていなかったこ

と、これに尽きるというところを指摘させて

いただきます。 

質問をいたします。５月 28 日の説明会での

住民の切実な訴えを市長は聞かれたかと思い

ます。自宅に住めなくなり、市営住宅に今住

居を構えている方がいらっしゃいます。その

方は、春先になれば、家庭菜園を行いたいと

言っていました。それもできなくなった。魂

が抜けたようだ。３月９日の前に戻してもら

えるなら戻してほしいと、このような訴えを

されています。非常に心に来るものがありま

す。さらには、災害に遭われて、その住居に

住めないと判断された方の中には、美唄市か

ら転出された方もいらっしゃいます。 

それで、５月 28 日、市長はその説明会にお

いて、被害者の方々に「被害者に寄り添って、

何ができるか、今後できる限りの対応をした

い」と力強くお答えになりました。また、そ

の場で、私も市長に対して、「徹底的な調査・

対応を最後まで行うのか」という趣旨の質問

をいたしましたところ、市長は「行う」とこ

れも力強くお答えいただいております。徹底

的に行うとおっしゃったのであれば、まず自

然災害かどうか、その部分から徹底的に行う

必要があると私は考えたため、今日の質問を

いたしました。 

質問の本題ですが、この被害者に寄り添っ

て、何ができるか、今後できる限りの対応を

したいと、その言葉に偽りがなければ、今日

のように特定の事象が入っていないような答

弁ですとか、同じ文言の繰り返しの答弁、そ

ういったことにならないと思います。まさか、

その２度目の説明会の際に、市長が力強く発

言されたこのお言葉、もう既に総合的な判断

などによって、この考えが変わってしまって

いるということはないですよね。そのことに

ついてだけお答えいただきたいです。 

●議長小関勝教君 市長。 

●市長髙橋幹夫君 吉岡議員の質問にお答え

いたします。 

２回目の市民説明会のときに、確かに私は、

そのような発言をさせていただきました。 

私といたしましては、被害に遭われた方々

の心情を思うときに、何か他に支援はできな

いものかと、これまでもいろいろ検討を重ね

てまいりましたが、現行制度の中では、なか

なかそれを見出すことができない、このよう

な結果になったことに関しては、大変申し訳

なく思っております。 

今後におきましては、この教訓を踏まえ、
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万が一、発生した場合の災害に備え、緊急支

援、復旧、そして復興などにおいて、災害直

後から復興までの時間の経過や生活の場の変

化に伴い、人々の生活や心身の状況、ニーズ

の変化など、さまざまな段階や局面において、

可能な限り、最速・最適な支援を行える新し

い仕組みづくりを構築し、あらゆるネットワ

ークの力で災害に立ち向かい、安全な暮らし

を支える地域づくりを確立することで、被害

に遭われた方々に、しっかりとこれまでどお

り寄り添っていきたいと考えているところで

ございます。 

●議長小関勝教君 次に移ります。 

６番、森川明議員。 

●６番森川明議員（登壇） 平成 30 年第２回

定例会にあたりまして、市長及び教育長に大

綱５点にわたって質問いたします。 

国際的には、史上初の米朝首脳会談で、完

全非核化米朝声明があり、第一歩が踏み出さ

れました。 

国内政治は、政権の不祥事があまりにも多

く続いています。労働時間不備、データ問題

改ざん、森友学園文書廃棄、加計学園隠蔽、

防衛省日報問題、麻生失言等々、枚挙にいと

まがない状況が未だ解決せず、多くの課題を

残しております。 

なぜ指摘したかと申しますと、必ず地方自

治体まで、何らかの形で影響があるからで、

早期に対応が求められます。 

質問に入ります。 

大綱１点目は、農業行政についてです。 

（１）主要農作物種子法についてです。 

この件については、農産物種子と農作物種

子とに使い分けがいろいろされておりますけ

れども、どちらも使われております。今回は、

農作物種子ということで質問をいたしたいと

思います。 

稲、麦、大豆の種子生産を都道府県に義務

づけた主要農作物種子法が４月１日に廃止さ

れました。同法は、食料増産が課題となった

1952年に制定され、全国各地の農業試験場な

どにより、地域の特性にあった品種開発や種

子の安定供給を支えてきたわけで、国は、民

間参入を妨げているとの理由であり、多様な

種子参入を促進することで、価格高騰や外国

産業の独占も予測され、多くの反対の中で、

十分な議論もなく決まってしまいました。全

国では、安心安全を含め、安定供給と地域の

特性に合った品種開発をすべきとの条例が制

定された県もあります。 

次の点について伺います。 

①道に対し、種子供給を義務づける条例が

必要であると思われます。市の動向について

です。 

②生産者に対し、価格、肥料農薬とのセッ

ト等、問題点は見られるのかどうかという点

です。 

次に、大綱２点目は、マイナンバーについ

てです。 

（１）マイナンバーの交付状況についてで

す。 

マイナンバーは現在、人口に対する交付率

は北海道が 9.1％、全国 10.7％にとどまって

います。この制度は、費用は 3,000 億円を超

え、毎年 300 億円かかるとされ、道内 179 市

町村で 48 万 9,505 枚が登録交付されました。

制度導入の狙いは、脱税や社会保障の不正受

給を防ぐものでしたが、大量の個人情報外部
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流出の心配、不正利用、個人情報の国家監視

などが指摘され、膨大な費用と手間の割には

利用度も低く、目的であった機能の成果はあ

まり見られません。 

市の状況について伺います。 

①開始時の交付枚数。平成 28 年１月から交

付されていますけれども、３月までの交付枚

数についてです。 

②その後、最近までの交付数と廃棄数。 

③開始後の補助金について。マイナンバー

カードの発行に要する経費に対して、国から

の補助があるのかどうかという点です。 

④担当となる所管課について。 

⑤今後の取り組みについて。特に、交付実

態を踏まえ、今後、どのように取り組んでい

くか、その点を伺いたいと思います。 

大綱３点目、福祉行政についてです。 

（１）認知症についてです。 

厚労省が発表した 2015年の平均寿命、北海

道は男性 80.28 歳、女性 86.77 歳で、初めて

男性が 80 歳を超えました。さらに、市の人口

も 2015年で 65歳以上が 38.4％に達したとさ

れ、全国的に比例して認知症も増加を続け、

７人に１人が該当、なんと７年後には、５人

に１人だと推計されています。 

市の要介護、要支援認定者で日常生活に支

障をきたす認知症の数は、以前の定例会の質

問の回答では、2014 年４月１日現在で、1,665

人中 877 人でしたが、その後の推移と対策に

ついて伺います。 

①最近の認知症の数。 

②施設の状況。 

③サポーター養成講座、地域支援推進員の

設置状況。 

④新オレンジプランの推進交流等事業の実

態、新オレンジプランに基づいた本市の認知

症の実態についてです。 

⑤認知症対応の問題点。 

大綱の４点目は、地域行政についてです。 

（１）林業大学校誘致の現状についてです。 

林業大学校誘致は、４月３日に北海道から

基本構想が発表されました。芦別市は、市役

所前に大看板の設置など、活発に推進してお

りますが、本市の動きがあまり見えず、気に

かけていましたが、過日、要望書を道に提出

したとの報道があり、特に、議会で意見とし

て述べてきました場所を峰延中学校とするな

ど、数々の優位性が多くあるわけです。 

しかし、道内各地域 13 団体が手を挙げてい

ますし、最近、家具のマチ旭川市が手を挙げ

たようで、林産試験場・旭川農業高校の森林

科学科、また、特に林業に力を入れている当

麻町をはじめ、旭川近郊自治体の存在等、強

力なライバルの出現もあります。 

今年の夏には場所が決定しますが、現在ま

での取り組み状況と今後について伺います。 

①要望事項、市の優位性は何か。 

②看板の設置、広報メロディー等、市民へ

の周知が不足していないかという点です。 

大綱５点目は教育問題について、教育長に

質問します。 

（１）教員の働き方改革についてです。 

北海道の地域創生推進の主な取り組みとし

て、働き方改革がありますけれども、特に、

教員の働き方の改革に、道教委はアクショ

ン・プランを示しております。 

教員の多忙化により、児童、生徒と向き合

う時間の確保のためにも、どのように実践す
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るのか、実効あるプランが必要で、次の点を

伺います。 

①アクション・プランの主な内容。 

②超勤の実態調査の結果と対策。 

③市の改革に向けた内容についてです。 

（２）運動会のあり方についてです。 

運動会シーズンも一応終了いたしました。

運動会の経験は、年をとっても思い出し、心

に残っています。その運動会が、午前中のみ

の開催が増えております。理由として、競技

種目の減少、練習時間等が英語の授業時間確

保のためとの報道もあり、問題点も多く残り

ます。午前中になりますと、昼食の弁当も必

要なく、昔ながらの家族を囲んでのあの風景

がなくなってしまいます。 

伺いたい点は、①市内の各学校も午前中で

終了しているのかどうか。 

②英語授業と運動会との関連性は見られる

のかどうかについてです。 

●議長小関勝教君 市長。 

●市長髙橋幹夫君（登壇） 森川議員の質問

にお答えいたします。 

初めに、農業行政について、主要農作物種

子法についてでありますが、種子法の廃止に

伴い、北海道は、主要農作物種子法の実施に

関する条例を同じく廃止したところでありま

すが、種子法において、規制を受けておりま

した稲、麦類、大豆について、平成 30 年４月

１日付で北海道主要農作物・主要畑作物種子

生産審査要綱、同要領を制定しているところ

であります。 

要綱、要領において、北海道では、北海道

立総合研究機構及び関係機関・団体等と連携

し、普及すべき優良な品種の試験を行い、優

良品種の認定をするほか、認定を受けた主要

農作物及び主要畑作物の優良な種子の生産に

かかる需給の見通しや安定供給等について、

北海道種子協議会を開催し、これまでの体制

を継続することに主眼を置き、優良品種制度

や原種、原原種の生産体制及び種子審査を行

うこととしておりますことから、市といたし

ましては、市が目指す安全・安心な農産物の

生産が守られるよう、これら道の取り組みを

支持してまいりたいと考えているところであ

ります。 

次に、種子法廃止後の問題点でありますが、

各農協が取り扱う主要農作物、主要畑作物で

ある稲、麦類、大豆等につきましては、種子

証明を確認の上、集荷を行っており、現在、

問題や混乱が発生しているとは伺っていない

ところであります。 

しかし、外国資本の参入による新品種での

売り込みで、種子の独占販売による価格上昇

が懸念されるほか、種子にあった肥料や農薬

との組み合わせ販売が行われますと、生産経

費の上昇となり、農業経営を圧迫することに

なりますので、民間による種子の廉価販売の

事例などがありましたら、動向を注視すると

ともに、道や関係機関と連携をとりながら、

対応してまいりたいと考えているところであ

ります。 

次に、マイナンバーについて、マイナンバ

ーの交付状況についてでありますが、初めに、

開始時の交付枚数につきましては、平成 28 年

１月から３月までの交付枚数は 415 枚となっ

ているところであります。 

その後、最近までの交付数と廃棄数につき

ましては、平成 28 年度は 1,356 枚、平成 29
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年度は 330 枚、平成 30 年度は５月末現在で

27 枚となっており、これまでの交付枚数は、

合計で 2,128 枚となっているところでありま

す。 

また、現在まで廃棄しましたマイナンバー

カードはございません。 

次に、開始後の補助金につきましては、マ

イナンバーカードの発行等に要する経費は、

国庫補助金として全額措置されているところ

であります。 

次に、所管課につきましては、マイナンバ

ーカードの交付事務は、市民課が所管してお

り、マイナンバー制度全般の事務は、秘書広

報課が中心となって各部署と連携を図りなが

ら、対応しているところであります。 

次に、今後の取り組みにつきましては、マ

イナンバーカードの普及が進んでいない状況

から、市といたしましては、引き続き、広報

紙メロディーや市ホームページなどを通じて、

普及促進に努めてまいりたいと考えておりま

す。 

次に、福祉行政について、認知症について

でありますが、初めに、認知症高齢者の数に

つきましては、要介護・要支援認定のデータ

によりますと、平成 28 年 10 月１日から平成

29 年３月 31 日までの６カ月の間に介護申請

をされた 707 名のうち、認知症状のある方は

412名となっているところであります。 

次に、認知症対応型共同生活介護のグルー

プホームの現状でありますが、グループホー

ムは、自宅での生活が難しくなった方が、家

庭的な環境の中で入浴や排せつ、食事などの

支援を受け、生活機能の維持向上を目指すも

ので、市内には３カ所あり、定員は、それぞ

れ 18 名となっているところであります。 

次に、認知症サポーター養成講座につきま

しては、市民が認知症に関する正しい知識と

理解を持って、知識や職域で認知症の方やそ

の家族を手助けできることを目的に実施して

おり、講座は、町内会や老人クラブ、金融機

関などで実施され、本年５月末で 769 名の方

が養成講座を修了しているところであります。 

また、地域支援推進員につきましては、市

内の実情に応じた認知症施策を推進すること

を目的とし、本市におきましては、２名の職

員を配置しているところであります。 

次に、新オレンジプランに基づいた本市の

認知症施策については、認知症サポーター養

成講座をはじめ、医療、介護サービスの利用

の道筋を示した認知症ケアパスの作成、認知

症カフェの実施、道に迷っている高齢者の見

守りや早期に発見する訓練の実施をしており、

４月からは、認知症の方に早期に対応するた

めの認知症初期集中支援チームを設置し、活

動を開始したところであります。 

次に、認知症対応の問題点につきましては、

認知症に対する家族や周囲の理解が不十分で

あったり、家族の介護力の不足などや、これ

に加え、80 代の親と精神障がいや、無職、無

収入等の 50代の子ども世帯、いわゆる「8050

問題」で複合した課題を持つ世帯が増加して

いることと捉えておりますので、今後は、関

係機関と連携をとりながら、施策の充実を図

ってまいりたいと考えております。 

次に、林業大学校誘致の現状についてであ

りますが、初めに、要望事項、市の優位性に

つきましては、去る５月 24 日に道並びに道議

会へ講義・基礎実習拠点としての優位性を示
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した要望書を提出したところであります。 

本市の優位性といたしましては、１点目と

して、１学年 40 人が２年間学ぶことに必要と

される規模の校舎として、平成 31 年３月末に

閉校する峰延中学校を無償で提供できること、

２点目として、実習林として活用できる道有

林があるほか、市有林の提供も可能であると

ともに、管内の森林組合や多くの林業事業者

と連携が可能であり、高性能林業機械を使用

した実習が可能な環境にあること、３点目と

して、本市は札幌市、旭川市の中間に位置し、

鉄道や道路網などのアクセス環境が整ってお

り、学生や講師の通学・通勤面で好条件にあ

るとともに、道内各地での実習時のアクセス

が極めて良好であること、４点目として、Ｊ

Ｒ美唄駅徒歩圏に学生向けマンションが多数

あり、近隣には、コンビニエンスストアやス

ーパーマーケット、ホームセンターなど、学

生にとって暮らしやすい居住・生活環境が整

っていること、５点目として、本市には、森

林や林業の研究機関である地方独立行政法人

北海道立総合研究機構森林研究本部林業試験

場があるほか、森林・林業及び木材産業に関

連する行政・教育機関である空知森林管理署

や空知総合振興局森林室、美唄地域人材開発

センター、北海道岩見沢農業高等学校等が近

くにあることから、密接な連携が図られるこ

となど、これらのさまざまな優位性を示し、

本市への道立林業学校の設立を要望したとこ

ろであります。 

次に、看板の設置、広報紙メロディーなど、

市民への周知につきましては、看板の設置は

現在のところ考えておりませんが、広く市民

の皆様に期成会等の誘致活動を知っていただ

けるよう、広報紙メロディーや市のホームペ

ージで周知に努めてまいりたいと考えている

ところであります。 

●議長小関勝教君 教育長。 

●教育長星野恒徳君（登壇） 森川議員の質

問にお答えいたします。 

初めに、北海道教育委員会が作成しました

アクション・プランの主な内容についてでご

ざいますが、本プランに掲げる取り組みの成

果の検証を行いながら着実に進めるため、取

り組み期間を平成 30 年度から平成 32 年度ま

での３年間とし、当面の目標として、１週間

当たりの勤務時間が 60 時間を超える教員を

全校種でゼロとすることを示しているところ

ございます。 

この目標を達成させる指標の主なものとし

て、部活動完全休養日を毎週１回以上設ける

こと、月に１日以上は、土曜日、日曜日また

は祝日に部活の休養日を設けること、閉庁日

を年９日以上設けることで、年間 73 日間の部

活動休養日を確保することが示されていると

ころでございます。 

また、部活動指導員の配置、複数顧問の効

果的な活用や中体連や高体連、高文連、高野

連等の関係団体と連携・協力して、部活動休

養日の完全実施等の取り組みを進めるととも

に、道体育協会や競技団体、文化団体等に対

して、大会やコンクール等の見直しを要請す

ることとしているほか、本来担うべき業務に

専念できる教育環境の整備として、チーム学

校の実現に向けた専門スタッフ等の配置促進、

ＩＣＴを活用した教材の共有化等による授業

準備等の支援の充実を示しております。 

平成 24 年に導入した成績処理等を行う校
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務支援システムを今後、学習指導要領の改訂

にあわせてシステムの改善等を行い、教職員

の業務改善を進める考えを示しているところ

であります。 

このアクション・プランは、これまでの働

き方を見直し、教員が業務の質を高めるとと

もに、日々の生活や教職人生を豊かにするこ

とで、自らの専門性や人間性を高め、子ども

たちに対して効果的な教育活動を行い、教育

の質を高めるという働き方改革の目指す理念

を共有しながら、着実に取り組みを行おうと

するもので、道教委では、今後の国の動向や

学校における取り組み状況等を見極めながら、

必要に応じて適宜見直しを行うこととしてお

ります。 

次に、超過勤務の実態調査の結果と対策に

ついてでありますが、平成 28 年度に北海道教

育委員会が実施した教育職員の時間外勤務に

係る実態調査では、平成 20 年度の前回調査や

国の教員勤務実態調査と比較し、多少の改善

は見られるものの、小学校では 23.4％、中学

校では 46.9％の教員が、１週間当たりの勤務

時間が 60 時間を超えているという結果が出

ております。また、教頭においては、小学校、

中学校とも７割を超えているところでござい

ます。 

本市においては、これまで教員が子どもと

向き合う時間を確保するため、定時退勤日の

徹底や部活休養日の設定などの取り組みを進

めているところであり、学校長に対する聞き

取りにおいては、これよりも低い旨確認して

いるところでございます。 

次に、市教育委員会の改革に向けた内容に

ついてでございますが、教員が健康でやりが

いをもって働くことのできる教育環境を整え、

子どもたちと向き合う時間を確保することは

大変重要でありますことから、教育委員会で

は、本年３月、道教委が示した「学校におけ

る働き方改革『北海道アクション・プラン』」

の内容を踏まえ、本市の「教職員の働き方改

革アクション・プラン」を策定することとし

て、現在、作業を進めております。 

今後のスケジュールといたしましては、校

長会・教頭会において、アクション・プラン

の内容について説明した後、教育委員会議に

おいて審議する予定となっております。 

次に、本市で行われた運動会についてでご

ざいますが、６月２日土曜日に中央小学校、

東小学校、峰延小学校、南美唄小学校の４つ

の小学校が行われ、茶志内小学校は６月９日

土曜日に行われましたが、いずれの小学校も、

これまで同様、１・２年の低学年は午前中で

競技を終了しており、中学年・高学年は、家

族と昼食を挟み、午後からも競技を実施して

いるところでございます。 

次に、英語授業と運動会の関連性について

でありますが、一部のマスコミでは、小学校

において正式な教科になる英語等の学習時間

が 35 単位時間増え、その授業時数を確保する

ために、運動会の練習時間を減らし、午前で

終了させる学校が全国的に増えているとの報

道をしているところでございますが、教育委

員会といたしましては、運動会は、子どもの

頑張る姿を家族が見て、昼にお弁当を食べな

がら絆を深める貴重な機会であるものの、一

方でお弁当作り等、運動会に伴う家庭の負担

が大きいことや、家庭のさまざまな事情によ

り、１人でお弁当を食べる児童生徒が増えて
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いることも実態としてあり、これらも運動会

の時間短縮につながっているものと推測して

いるところでございます。 

●議長小関勝教君 ６番、森川明議員。 

●６番森川明議員 それでは、自席から意見

と若干の質問をいたします。 

１点目の農業行政、主要農作物種子法につ

いてですけれども、種子法の廃止につきまし

ては、「種子を支配するものは食料生産を支配

し、食を支配するものは世界を制す」という

言葉があります。外国を含めた大手の会社に

種子が独占されますと、効率や経済性が優先

され、生産者は一定の種子を購入、消費者も

食べたい種子の選択が狭められて、地域の特

色ある食文化の衰退も考えられます。つまり、

病害虫の発生、農薬の問題、食の安心安全を

守る観点から、民間ありきでは、将来、農家

が種子メーカーの下請けとなる恐れが強いの

です。 

種子について調べてみますと、稲と大豆は、

全品種が道の指導で開発され、民間企業の開

発はありません。現在、優良品種は稲 20、麦

11、大豆 19 ですが、１つの品種を作るのに、

最低 10 年はかかるとされ、時間と労働力をか

けており、米の場合、ブランド米として確立

しているわけで、この開発システムが、崩さ

れようとしています。民間企業となりますと、

多国籍の企業の参入が考えられ、外資系企業

の種子ビジネスがより進むことが予測され、

危険極まりないのです。 

道は 2017年度で約１億 5,600万の関連予算

で研究を進められてきましたけれども、公的

機関での開発研究にブレーキがかかることで

しょう。どうしてもそのためには、条例が必

要なのです。 

また、今年大きな事件として、大手企業種

苗業者、これは牧草、緑肥など 30品種で違法

表示を行い、種の販売額は 40 億円を超え、長

年にわたる偽装、隠蔽体質が明らかになりま

した。種子法廃止後の民間企業育成となりま

すと、この種の事件の発生に注意が必要とな

ってきます。 

条例では、新潟、兵庫、埼玉の３県が、地

域の特性に合わせた品種開発や種子の安定供

給をすべきと既に選定されております。道内

では、種子法廃止を考えるフォーラムが開催

され、復活への機運は盛り上がりを見せまし

た。 

実は、北海道のこの件に対する本として「種

子法廃止と北海道の食と農」荒谷明子さん他

の著があり、新聞で紹介されております。そ

の中で、専門家が農作物における遺伝子組み

換えやゲノム編集技術の危険性を訴えており、

種子法は、優良な種子は人々の共有財産であ

るという考えでの法律であったのが、廃止に

よって、共有財産が民間企業が独占する知的

財産となり、利益を上げるための戦略物資と

して利用する可能性を危惧していると警鐘し

ております。種子の受託生産を担ってきた方

式の土台が崩れてしまい、企業任せにならな

いかと心配しているのです。そのためには、

何度も言いますけれども、条例を制定すべき

なのです。 

そこで、再質問といたしましては、市は道

の取り組みを指示するとの答弁ですが、道の

予算面において、試験研究費等は従来と変わ

りはないと理解して良いのかという点です。 

２点目、マイナンバーについて、市の状況
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を知ることができました。質問に関し、予備

知識が必要との観点から、全道における実態

把握のために、マイナンバーを取り扱ってい

る「地方公共団体情報システム機構」に問い

合わせてみますと、道内 179 市町村の登録状

況は、実に 30 ページにわたり、各市町村へそ

れぞれ電話をかけて個々に聞いてほしいとの

ことで、枚数のみでなく、他に調査をしたい

項目がありましたけれども、断念いたしまし

た。ただ、札幌市は発足したときには 17 万

9,902 枚で、27％から始まっています。市の

実態は、現在までの合計 2,573 枚、廃棄はゼ

ロという答弁でしたが、申請は任意といえど

も、実用化には時間がかかりそうです。 

この間、北海道新聞調査で、道内の人口上

位 12 市町の交付状態が、４月末現在で掲載さ

れていました。交付を申請しても受け取りに

来なく、自治体が保管しているカードが 12 市

で合計５万 4,000 枚にのぼるといいます。市

はまだ廃棄がゼロとの答弁ですが、引き続き、

普及推進に努めなければならないものと思っ

ております。 

３点目の福祉行政、認知症についてですが、

それぞれ答弁をいただきました。認知症対応

には、多くの課題があります。この問題を取

り上げるきっかけといいますのは、高齢者ド

ライバーの認知症の恐れが全国で第１分類、

５万 7,000 人との新聞報道がありました。驚

くべき数字です。 

実は、後期高齢者となり、今回の運転免許

更新時に認知機能検査の予備知識もなく臨ん

だのですけれども焦りました。といいますの

は、絵を見て後ほど思い出す検査では、非常

に思い出すのに苦労したということがわかっ

たんです。当日は、８人が受講し１人が満点、

残り７人が私と同じ第２分類にそれぞれ滑り

込みセーフというような状況でしたが、加齢

とともに認知症が自分自身でも進んでいるの

ではないかと思っております。 

認知症についての市の現状対策、問題点を

知ることができましたけれども、実は、本屋

に認知症の本が予想以上に出されております。

予防のための実践例が記述されているわけで

す。文書の内容を見ますと、声を出す音読法、

簡単な場所には歩いていく、足を使う、バラ

ンスのよい食事の摂取法、何よりも早期発見

に努めることが肝要と述べられております。 

昨日の北海道新聞の夕刊には、認知症で行

方不明になった警察に届け出た人が１万

5,863 人と、過去最多で５年連続更新してい

るとの記事でした。答弁にありました認知症

に対する家族や周囲の理解不足、家庭の介護

力の不足があります。 

現在、市も軽度認知症の疑いのある人員の

把握は難しい面もあるでしょうが、調査では、

認知症の方が 412 名であり、今後も増えると

思われます。地域の方などと十分に連携を密

にし、また支援等の対策を進めていただかな

ければならないと思っております。 

４点目、林業大学校誘致の現状についてで

すが、林業大学校の誘致運動は現在のところ、

芦別市が質問の冒頭で申しましたように、美

唄よりも活発と見ております。市役所前には

大看板がありますし、道庁に対する要請も３

回、場所も旧常盤小を挙げ、150 ヘクタール

の実習林、住居として北日本自動車大学校の

学生寮など 80室以上、さらに、市内に住民登

録がある学生には、月６万円の奨学金制度が
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あるとの利点がそれぞれ述べられているわけ

です。 

美唄市は、校舎として、峰延中学校の無償

譲渡が提案され、先ほど報告を受けました。

峰延中学校は、すでに耐震化され、また、照

明器具の落下防止策がとられ、吊り下げ式バ

スケット専用の梁もあり、鉄筋コンクリート

２階建てのモダンな建築で、学び舎としては

申し分ありません。校舎から樺戸連山、田園

風景の眺望も完璧です。さらに、交通の利便

性がよく、林業試験場も近いと、その点では、

立地条件はかなり有利ではないかと見ており

ます。 

ところが、５月 14 日に旭川市が名乗りをあ

げました。これは強力なライバルの出現と見

ております。周辺の当麻町をはじめ林業のま

ちが多く、その当麻町は、町産のカラマツ

100％の新庁舎が、年内に完成するそうです。

協力をしますといった近郊の町もプラス材料

でしょう。 

市は、オール美唄で誘致に取り組む機運を

高めるとの意気込みで、その辺については、

もろ手を挙げて賛同しておりますが、ただ、

市民に対する働きかけが、いまいち不足して

いるのではないか、メロディー掲載について

も２月号のみで、私は、市民への呼びかけが

毎回必要ではないかと見ておりますし、大看

板は無理だとしても、小看板、ビラ、ポスタ

ーなど、あらゆる手段を講じながら、今後、

実践に移しアピールをすべきです。 

三笠市のジオパークでは、三笠の林業を学

ぶツアーもあり、林業で盛り上げてきており

ます。近くの自治体市町村の協力要請のもと

に、もっと力を入れなければならないのでは

ないかと思います。 

設置場所の決定は、夏ということです。次

の定例会時には、すでに決定されているとい

う状況ですが、横一線で並んでいる感じがし

ます。まさに待ったなしの状況であります。

ですから、市長の答弁にありました優位性を

さらに強調し、市民にアピールし、市民の協

力のもとに、１歩でも２歩でも抜け出すよう

に、働きかけの創意工夫が必要であると見て

おります。 

そこで、１点のみ再質問しますけれども、

道の検討懇談会で、道側から林業試験場美唄

と林産試験場旭川との連携を検討したいとの

報道がありました。この連携とはどういうこ

となのか、知る範囲でお伺いをいたしたいと

思います。 

５点目は、教育問題、教員の働き方につい

てです。教員の働き方が、はっきり言うと一

向に改善されておりません。原因は、やはり

教員の不足が深刻であり、確保ができないと

のことです。中には、教頭が授業を受け持つ、

このようなことが、全国的に見ますと非常に

多いとのことです。なぜこのようなことにな

ったのか。これは、高度成長期以降に大量に

採用された教員が、今、退職期を迎えている

からです。臨時教員も不足し、さらに追いう

ちをかけるように、志願者が激減していると、

これも要因の１つではないかと見ております。 

小規模校では、免許外教科を兼任せざるを

得ない状況もあるようです。専門ではない授

業の準備に時間を要し、成績評価を含め、先

生方の相当な負担があるという実態です。過

日、富山県の公立教諭が、長時間労働が原因

で過労死しました。この先生は、部活動の顧
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問で、直近の時間外が 100 時間、長期にわた

って月 80 時間以上の労働があり、４月９日に

認定をされたと５月 27 日にわかったわけで

す。 

教育長の答弁の中にありました道のアクシ

ョン・プランも、１週間 60 時間超勤をゼロに

する必要性を強調しておきたいと思います。 

日本教育新聞社の中で、働き方改革という

ものがあります。文科省は４月 28日に公表し

た実態調査では、10 年前より部活指導では、

土日の勤務が２時間 10分、大幅に増えている

ということで、特に中学校教員にかかる負担

の重さが浮き彫りにされております。なぜ改

善しないのか、よく言われておりますけれど

も、それぞれの学校に伝統や前例が実に多く、

教員は、教科目の教科書を終わるのも大変だ

と言いながら、それぞれの行事の準備等に、

どれほど多くの時間を使っていることか、そ

れだけ時間がかかるということがどうなのか

ということを考えるべきであると。さらに、

少子化で教員数が減っている中で、我慢して

やることを見極めて、実行すべきとうたって

おります。長時間労働は、当然、病気やうつ、

さらにバーンアウト（燃え尽き症候群）のリ

スクがあると、冊子でもうたっています。 

教育長答弁に対する質問ですけれども、教

員の働き方改革について、①市のアクショ

ン・プランの策定には期待をしていますけれ

ども、実施には予算が伴うものです。その裏

づけの検討。 

②部活は過熱しがちで、成績主義よりも自

主性を重視すべきだと思っています。外部指

導の活用よりも、教員を増やすことが大前提

です。 

③勤務実態調査から、過労死の心配もあり

ます。現在、各学校の教員定数が満たされて

いるのかどうか。そして、免許以外の教科を

兼任するような事態がないのかどうか、その

点を伺いたいと思います。 

（２）運動会について、市の運動会は、従

前と同じように１日行っているという答弁で、

ほっとしました。私の母校峰延小学校には、

70年前から伝統の応援歌があります。内容は、

「日頃を期待し練習の腕前見せるは今日なる

ぞ」という歌詞、その練習時間まで、今は札

幌を中心に減らされているという実態です。

種目では、人気の玉入れ、借り物競争、踊り

も廃止をされており、その理由は、次期学習

指導要領に基づく、英語教育の本格導入の前

の英語授業時間の確保と聞きました。小規模

校は、それなりに地域で創意工夫をしながら、

特色ある運動会を実施しているわけですから、

くれぐれも午前中で終わらせるようなことの

ないように、また、運動会で一番最後になる

紅白リレーや昼食の弁当の味、昔ながらの運

動会風景が、１つずつ脳裏に浮かんでまいり

ますので、そういうことがなくならないよう

に配慮が必要です。 

●議長小関勝教君 市長。 

●市長髙橋幹夫君 森川議員の質問にお答え

いたします。 

初めに、種子確保のための試験研究費につ

いてでありますが、北海道からは、原原種や

原種の生産に要する予算を確保していくほか、

種子の生産や審査に関し、要綱や要領等を定

め、万全な種子生産体制を確立することと伺

っていることから、今後も本市の目指す安

全・安心な農産物の生産が守られるよう必要



 - 51 - 

な対応を図ってまいりたいと考えております。 

次に、林業大学校誘致の現状についてであ

りますが、林業試験場と林産試験場との連携

につきましては、講義・基礎実習拠点の運営

にあたり、北海道の森林・林業・木材産業な

ど、川上から川下に関する幅広い知識や技術

を有する林業試験場や林産試験場との連携・

活用を検討すると伺っているところでござい

ます。 

●議長小関勝教君 教育長。 

●教育長星野恒徳君 森川議員の質問にお答

えします。 

本市が作成を進めております教員の働き方

改革アクション・プランの作成に伴う予算措

置の件についてでございますが、教員が、日々

多くの時間を費やしている業務を軽減して、

子どもと向き合う時間の確保と、きめ細かな

指導を実現するため、北海道教育委員会が策

定したアクション・プランにおきましては、

児童生徒の出席簿や指導要録の整理、通知表

や成績処理を行う機能、またはメール送信機

能、グループウェア機能など、これらを有す

る統合型校務支援システムの導入や、新学習

指導要領に対応したＩＣＴ機器の導入につい

て、平成 32 年度までに整備するよう求めてい

ることを踏まえまして、本市が作成します教

員働き方改革アクション・プランにおきまし

ても、これらの導入・整備の必要性について

示す内容としておりますことから、今後、段

階的に整備できるよう、必要な予算確保に努

めてまいりたいと考えております。 

次に、部活動指導の軽減に関連して、各学

校への教職員加配についてでございますが、

市内のすべての小中学校におきましては、一

部、期限付教員を採用している学校もありま

すが、本市の教員定数につきましては、北海

道教育委員会が定める教職員定数配置基準を

満たしているところであり、教職員の部活動

の指導時間の軽減を図るために、新たな教員

の加配はできないところでございます。 

なお、免許外申請による授業につきまして

は、市内３中学校で技術・家庭科で行ってお

り、週あたり３時間の授業が行われておりま

す。 

また、運動会の時間についてでございます

が、これにつきましては、各学校の教育家庭

の実施の関係もございますので、今後、どの

ような形が良いのか、各学校、または保護者

の方と相談していきたいと考えております。 

 

●議長小関勝教君 お諮りいたします。 

本日の会議はこの程度にとどめ、延会いた

したいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

ご異議なしと認め、そのように決定いたし

ました。 

本日は、これをもって延会いたします。 

 

午後 ３ 時４４分 延会 
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